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はじめに 

 
  現在、全国の地方自治体においては、高度経済成長期において人口等の増加とともに建

設してきた公共施設の建築年数が30年以上経過し、一斉に更新の時期を迎えています。 

  本市においても、老朽化した公共施設が数多く存在しており、少子高齢化の進行による

税収の減少、社会保障費の増加等の厳しさを増す財政状況の中、公共施設の維持管理や更

新の費用は今後の市の財政にとって非常に大きな負担となります。将来にわたる施設需要

や人口の動向を見据え、市民共有の財産である公共施設を、次世代に大きな負担を残さず

引き継いでいくために、将来的な人口規模、財政規模に見合った施設の適正配置や有効活

用に取り組まなければなりません。 

  そこで、本市においては、平成27年度に公共施設の適正配置を中長期的な視点で推進し

ていくための取組みの基本となる「湖西市公共施設等総合管理計画」を策定し、持続可能

な行政サービスの実現に向けて公共施設の総量縮減の目標値を掲げ、用途別に管理の基本

方針を打ち出しました。 

平成28年度においては、公共施設マネジメント基本方針の考えをふまえ、個別施設ごと

の今後の方向性を検討し、公共施設の適正配置を進めるための行動計画となる「湖西市公

共施設再配置基本計画」を策定しました。 

  この計画は単に施設総量の縮減だけでなく、安全性の確保と機能の複合化による利便性

向上に重点を置いた計画です。施設の面積を縮減しても、施設の機能を充実させて利用者

の満足度を高める「縮充」の考え方のもと、公共施設の適正配置を引き続き進めていきま

す。その過程においては、本市の公共施設を取り巻く実情を市民の皆様に積極的に開示し、

将来のあるべき姿について共に考えていきたいと思いますので、皆様のご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

  本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました湖西市行財政改革審議会の委員

の方々や市民懇談会にご参加いただいた皆様をはじめ、ご協力いただいた市民の皆様に心

から感謝申し上げます。 

 

  平成29年３月 

  （令和４年３月改訂） 

 
                    湖西市長  影山 剛士 
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第１章 公共施設再配置基本計画について
 

 

１ 趣旨 

少子高齢化の進行による人口減少、今後予測される厳しい財政状況の中で、将来にわたる市内の

公共施設の適正配置を検討する必要があります。本市では、この公共施設の更新問題（以下「更新

問題」という。）に対応するため、公共施設マネジメントの推進に取り組んでいます。

2015年度（平成

る「公共施設マネジメント基本方針」（以下、「基本方針」という。）を策定し、“施設総量の縮

減”、“安全性の確保と機能の複合化”、“運営の適正化”並びに“広域的な活用”の

建築物の基本方針として掲げました。

これらの目標を達成するためには、公共施設マネジメントをソフト面・ハード面の両方から考え、

総合的かつ戦略的に取り組むことが必要となります。

そのため、本市では、“施設総量の縮減”を前提とし、“安全性の確保と機能の複合化”に重点

をおいた『湖西市公共施設再配置基本計画』（以下「再配置計画」という。）を策定し、各施設に

おける“公共サービス提供のあり方”や“今後の施設の方向性

なお、“運営の適正化”および“広域的な活用”に向けた施設の効率的・

ついては、再配置計画とは別に「再配置個別計画」を策定しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※“今後の施設の方向性

 

建物の状態がよく、現時点において、「継続」や「現状どおり活用」していくべき施設であって

も、いずれは建物の耐用年数（更新時期）を迎えます。

この再配置計画に掲載する施設の方向性は、「将来的にどのように更新するか」という方向性に

ついて、現時点での基本的な考え方を示しています。

あわせて、『実施時期（建て替えや大規模改修、廃止等の時期の目安）』を示すことで施設の再

配置を実施するタイミングをあらかじめ知っていただくために作成しました。

実際に更新（建て替えや大規模改修、廃止等）が必要となった場合には、この方向性をふ

具体的な更新内容や手法等について関係者等と一緒に検討・調整し、事業化に向けた実施計画等を

作成するなど、段階を踏んで進めていきます。

なお、この方向性についても社会情勢の変化等をふまえ、公共施設マネジメントの目的達成に向

けた最も適した事業が実現できるよう見直していきます。

 
※実施時期を迎えていなくても、複合化の対象となった場合などは施設見直しのタイミングとなります。
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２ 計画の位置付け

① 再配置計画は、基本方針に沿って策定するものであり、

省）が各自治体に策定を要

設計画」に該当するものです。

② 再配置計画は、本市の最上位計画である「湖西市総合計画」の下位に位置する計画であり、

今後のまちづくり・公共サービスを考えるための計画です。

③ 再配置計画は、基本方針に掲げる公共建築物活用の

減」および「安全性の確保と機能の複合化」の達成に向けた、本市の公共施設の活用・再配置等

についての行動計画です。

④ 再配置計画は各施設における

向けては、関係者との協議・調整や事業費確保（予算議決）、実施計画の策定などが必要

ます。 
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対象とします。

道路や橋りょうなどのインフラや、公営企業会計にかかる施設の現状や取り扱い方針等は、公共

施設等総合管理計画及びそれぞれの個別計画等に掲載することとし、再配置計画の対象から外しま
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と連動することから、基本方針と終期を合わせて

年度）からの

再配置計画の対象となる公共施設は、本市が保有している公共施設のうち公共建築物（建物）を

道路や橋りょうなどのインフラや、公営企業会計にかかる施設の現状や取り扱い方針等は、公共

施設等総合管理計画及びそれぞれの個別計画等に掲載することとし、再配置計画の対象から外しま

施設計画】 
 

総合計画 

公共施設等 

総合管理計画 

年（平成26年）4月に国（総務

請した「公共施設等総合管理計画」の下位に位置づけられる「個別施

再配置計画は、本市の最上位計画である「湖西市総合計画」の下位に位置する計画であり、

つの目標のうち、主として「施設総量の縮

減」および「安全性の確保と機能の複合化」の達成に向けた、本市の公共施設の活用・再配置等

を示すものであり、事業化に

向けては、関係者との協議・調整や事業費確保（予算議決）、実施計画の策定などが必要

と連動することから、基本方針と終期を合わせて

年度）からの29年間とします｡

再配置計画の対象となる公共施設は、本市が保有している公共施設のうち公共建築物（建物）を

道路や橋りょうなどのインフラや、公営企業会計にかかる施設の現状や取り扱い方針等は、公共

施設等総合管理計画及びそれぞれの個別計画等に掲載することとし、再配置計画の対象から外しま

【個別施設
公共建築物

※市が策定する範囲

再配置基本

再配置個別

公共施設再配置計画

月に国（総務

請した「公共施設等総合管理計画」の下位に位置づけられる「個別施

再配置計画は、本市の最上位計画である「湖西市総合計画」の下位に位置する計画であり、 

つの目標のうち、主として「施設総量の縮

減」および「安全性の確保と機能の複合化」の達成に向けた、本市の公共施設の活用・再配置等

を示すものであり、事業化に

向けては、関係者との協議・調整や事業費確保（予算議決）、実施計画の策定などが必要となり

と連動することから、基本方針と終期を合わせて2045年

年間とします｡ 

再配置計画の対象となる公共施設は、本市が保有している公共施設のうち公共建築物（建物）を

道路や橋りょうなどのインフラや、公営企業会計にかかる施設の現状や取り扱い方針等は、公共

施設等総合管理計画及びそれぞれの個別計画等に掲載することとし、再配置計画の対象から外しま

【個別施設計画】 
建築物 

市が策定する範囲 

基本計画 

個別計画 

配置計画 

月に国（総務

請した「公共施設等総合管理計画」の下位に位置づけられる「個別施

 

つの目標のうち、主として「施設総量の縮 

減」および「安全性の確保と機能の複合化」の達成に向けた、本市の公共施設の活用・再配置等 

を示すものであり、事業化に

となり

年

再配置計画の対象となる公共施設は、本市が保有している公共施設のうち公共建築物（建物）を

道路や橋りょうなどのインフラや、公営企業会計にかかる施設の現状や取り扱い方針等は、公共

施設等総合管理計画及びそれぞれの個別計画等に掲載することとし、再配置計画の対象から外しま
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第２章 湖西市の現状と課題 
 

 

本市においては、少子高齢化の進行による税収の減少に加えて、扶助費の増加、人口減少の進行

などにより財政状況はますます厳しさを増している状況にあります。 

そのような中で、高度経済成長期に人口増加とともに整備してきた公共施設が老朽化し、一斉に

更新の時期を迎えます。今後、施設の維持管理や修繕等に多額の費用が必要になりますが、厳しさ

を増す財政状況の中、現在保有している全ての施設の維持管理に必要な財源を十分に確保すること

は不可能な状況といえます。 

また、これまで合併前の旧市町単位で公共施設を整備してきた経緯があり、機能の重複する施設

が複数存在しています。さらに、住民のニーズも時代とともに変化しており、住民にとって真に必

要なサービスを見極め、施設の再配置を進めることが課題となります。 

将来にわたる施設需要の動向を見据えた上で、地域の実情に応じた規模の適正化や用途変更によ

る有効活用、事業の効果や効率性、必要性を十分に議論するとともに、今ある資源・資産を最大限

に有効活用し、将来的な人口規模・財政規模に見合った公共施設の配置を進めていく必要がありま

す。 

 

 

１ 湖西市の現状（令和３年度改訂） 

 

（１）人口 

総人口は、平成 17 年（2005 年）の 60,994 人をピークに減少し始め、令和 27 年（2040

年）には 53,499 人まで減少する見込みです。 

人口構造は、令和27年（2040年）に、老年人口（65歳以上）は18,959人、生産年齢人口（15

歳から64歳）は26,635人、年少人口（14歳以下）は5,850人になると予測されます。 
  

図表２-１ 人口の推移 
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（２）財政状況 

歳入は、実績値（決算額）で 2016 年度（平成 28 年度）から 2019 年度（令和元年度）まで

の間、約 220 億円で推移しています。 

2020 年度（令和 2 年度）は、新型コロナウイルス感染症対応のための特別定額給付金事業等に

係る国庫支出金により大幅に増加しました。 

2022年度（令和4年度）以降は、環境センター焼却再稼働事業、消防防災センター建設事業及

び給食センター整備事業の実施による事業費増加に伴い、市債が増加する見込みです。 

 

 

      図表２-２ 歳入の推移と中期財政計画 
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歳出は、実績値（決算額）で2016年度（平成28年度）から2019年度（令和元年度）までの

間、約200億円から220億円で推移しています。 

2020年度（令和2年度）は、新型コロナウイルス感染症対応のための特別定額給付金事業

等により補助費等が大幅に増加しました。 

2022年度（令和4年度）以降は、、環境センター焼却再稼働事業、消防防災センター建設事

業及び給食センター整備事業の実施による事業費増加に伴い、市債が増加する見込みです。 
また、高齢化の更なる進行に伴い、義務的経費※の一つである扶助費※が徐々に増加して

いく見込みです。 
 

    

    図表２-３ 歳出の推移と中期財政計画 
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２ 公共施設の現状と課題（令和３年度改訂） 

 

（１）施設の保有量 

平成28年4月（平成28年度策定時）及び令和3年4月時点での公共建築物の詳細内訳を以下に示

します。 

本市における施設のうち、面積でみると、学校教育系施設、公営住宅が半数を占めています。 
    

    図表２-4 施設分類ごとの施設数及び面積 

大分類 中分類 
平成 28 年 4 月 令和３年４月 

差（㎡） 
施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

市民文化系施設 集会施設 8 12,108 6 7,667 4,441 

社会教育系施設 
図書館 2 4,004 2 4,004 0 

博物館等 3 1,157 3 1,157 0 

ｽﾎﾟｰﾂ・ 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

スポーツ施設 6 19,982 6 19,982 0 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・ 

観光施設 
3 556 3 556 0 

産業系施設 産業系施設 3 3,134 3 3,134 0 

学校教育系施設 学校 11 89,472 11 89,472 0 

子育て支援施設 

幼稚園・保育園・ 

こども園 
9 12,948 9 13,522 -574 

幼児・児童施設 1 1,493 1 1,493 0 

保健・福祉施設 高齢福祉施設 6 6,657 4 6,453 204 

行政系施設 

庁舎等 1 6,535 1 6,535 0 

消防施設 15 3,831 15 3,831 0 

その他行政系施設 3 1,205 1 355 850 

公営住宅 公営住宅 10 25,060 10 25,060 0 

供給処理施設 供給処理施設 5 16,949 5 16,949 0 

その他 その他 19 9,653 18 9,075 578 

病院施設 病院施設 1 13,357 1 13,357 0 

合 計 106 228,101 99 222,602 5,499 

 

 

図表２-5 施設分類ごとの面積の割合 

     

  

 

  

分 類 割合（％） 

学校教育系施設 40.19  

公営住宅 11.26  

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 9.23  

供給処理施設 7.61  

子育て支援施設 6.75  

病院施設 6.00  

行政系施設 4.82  

その他 4.07 

市民文化系施設 3.44  

保健・福祉施設 2.90  

社会教育系施設 2.32  

産業系施設 1.41 
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（２）施設の保有量と他団体との比較 

市民一人当たりの公共施設の延床面積は、3.77㎡/人です。（222,602㎡/58,983人＝3.77

㎡/人） 

本市の公有施設の保有状況は、人口規模や産業構造による類似団体の平均3.62㎡/人よりも多 

い状況です。 

 

図表２-6 市民1人あたり延床面積の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（３）施設の建築状況 

本市においては、昭和40年代後半から昭和60年代前半までの間に集中して公共施設を整備して

きました。また、65％の施設が30年以上前に整備されていることが分かります。 

 

図表２-７ 年度別公共建築物延床面積 
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（４）施設の老朽化状況 

建物については、一般的に建築後 30 年が老朽化判定のひとつの目安となっています。本市の施

設において、建築後 30 年以上経過している施設の割合は令和 3 年度現在、65％となっています。

10 年後には現在の 1.32 倍に増加し、86％が建築後 30 年以上となります。 

該当する施設については、改修・耐震化・長寿命化等の対策の必要性と、対策に係る経費及び時

期など、適正配置についての検討を行う必要があります。  

 

   図表２-８ 築年別延床面積割合の将来予測 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）将来の施設更新にかかるコストの状況 

   施設の老朽化が進行しており、今後多くの施設が更新（建て替えや大規模改修等）の時期を迎え 

ます。 

  本市が保有する施設について、大規模改修を実施し現状規模のまま建て替えを行った場合、今後

35年間で809.8億円の更新費用が必要となります。平均すると、毎年23.1億円かかる試算となり

ます。これは、現状の公共建築物にかかる投資的経費の約2.9倍となります。 

  

     図表２-9 将来の更新費用推計 

 

  

※湖西市公共施設等総合管理計画【令和 3年度改訂】 

（図表 2-11) 公共建築物の事業費の将来見込み（単純更新をした場合）より引用 
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第３章 公共施設マネジメント基本方針 
 

 

１ 湖西市公共施設マネジメント基本方針 

 

『公共施設マネジメント』を中長期的な視点で戦略的かつ総合的に推進していくため、取組の骨

子となる「湖西市公共施設マネジメント基本方針」として、以下の４つの公共建築物に関しての方

針を掲げます。 

 

２ 基本方針 

 

  基本方針１ 『施設総量の縮減』 

  基本方針２ 『安全性の確保と機能の複合化』 

 基本方針３ 『運営の適正化』 

 基本方針４ 『広域的な活用』 

 

 

（１）基本方針１：施設総量の縮減 

・施設の全体の総延床面積を縮減することで、建物の更新費用を縮減し、財政規模に見合った施

設の総量に圧縮します。  
・2016年度（平成2８年度）から30年間で総延床面積20％の縮減をすることを目標とします。 

・縮減に向けて、原則として新規施設は建設しないこととし、新たな市民ニーズに対応する必要

がある場合は、廃止を含めた中長期的な総量削減の中で取り組みます。 

 

 

（２）基本方針２：安全性の確保と機能の複合化 

・公共建築物を安全に利用できる環境づくりを第一に、質の最適化を図ります。 

・予防保全への転換により、着実な施設保全で安全な施設づくりを進めます。 

・公共建築物の集約化、複合化、多機能化によって拠点性を高めるとともに、新しい交流の場と

するなど新たな価値をつくり出します。 

  ・真に必要な公共建築物は長寿命化を図るとともに、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 
 

 

（３）基本方針３：運営の適正化 

  ・公共建築物を経営資源と捉え、施設所管課による市民ニーズに沿った適正な運営を継続しつつ、 

   民間代替の可能性を考慮して民間資金やノウハウを活用し、より効果的に管理します。 

・施設の維持管理費を税金と利用者で負担している現状をふまえ、受益と負担のあり方の視点か 

ら、利用料金や減免制度を見直します。 

  ・行財政改革大綱に基づき、公共建築物経営のムダを省き、民間委託を含めた適正な人員で効率

的な管理を行っていきます。 

 

 

（４）基本方針４：広域的な活用 

  ・地区（校区）や行政区域の枠に捉われることなく、施設の特性や利用者の状況をふまえて、広

域的な観点で公共建築物の効率的な活用を図ります。 

  ・合併前にフルセット主義※で整備された施設について、統廃合を推進します。また、統合する場

合には、地区の拠点施設として多機能化、複合化を図ります。 

 
※フルセット主義…文化、教育、福祉など公共サービス提供のための施設等を全て自らが整備し、保有していこう 

とする考え方 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—公共施設の再編手法①—

一つの施設内に、同種の機能を持つ施設を集約したり、異なる機能を持つ施
設を複合したりすることにより、施設の運営効率が向上したり、施設の総量を
削減することが可能となります。

—公共施設の再編手法②—

現状の施設の利用対象地域より広域に、利用対象地域を拡大すること。
また、隣接自治体で、公共施設の機能を共有し共同運用します。

隣接市

—公共施設の再編手法①—

一つの施設内に、同種の機能を持つ施設を集約したり、異なる機能を持つ施
設を複合したりすることにより、施設の運営効率が向上したり、施設の総量を
削減することが可能となります。

施設Ａ

—公共施設の再編手法②—

現状の施設の利用対象地域より広域に、利用対象地域を拡大すること。
また、隣接自治体で、公共施設の機能を共有し共同運用します。

隣接市 

湖西市

 

—公共施設の再編手法①— 

一つの施設内に、同種の機能を持つ施設を集約したり、異なる機能を持つ施
設を複合したりすることにより、施設の運営効率が向上したり、施設の総量を
削減することが可能となります。

施設Ａ 

—公共施設の再編手法②— 

現状の施設の利用対象地域より広域に、利用対象地域を拡大すること。
また、隣接自治体で、公共施設の機能を共有し共同運用します。

隣接市 

浜名湖

湖西市 

※隣接市と施設・事業を共同運用、共有することにより管理運営の効率化を図ります。

 公共建築物の集約化、複合化、多機能化

一つの施設内に、同種の機能を持つ施設を集約したり、異なる機能を持つ施
設を複合したりすることにより、施設の運営効率が向上したり、施設の総量を
削減することが可能となります。 

施設Ｂ 

施設Ｃ 

再編前 

 公共建築物の広域的な活用

現状の施設の利用対象地域より広域に、利用対象地域を拡大すること。
また、隣接自治体で、公共施設の機能を共有し共同運用します。

浜名湖 

広域化前

※隣接市と施設・事業を共同運用、共有することにより管理運営の効率化を図ります。
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公共建築物の集約化、複合化、多機能化

一つの施設内に、同種の機能を持つ施設を集約したり、異なる機能を持つ施
設を複合したりすることにより、施設の運営効率が向上したり、施設の総量を

 

 

公共建築物の広域的な活用

現状の施設の利用対象地域より広域に、利用対象地域を拡大すること。
また、隣接自治体で、公共施設の機能を共有し共同運用します。

広域化前 

※隣接市と施設・事業を共同運用、共有することにより管理運営の効率化を図ります。

公共建築物の集約化、複合化、多機能化

一つの施設内に、同種の機能を持つ施設を集約したり、異なる機能を持つ施
設を複合したりすることにより、施設の運営効率が向上したり、施設の総量を

公共建築物の広域的な活用 

現状の施設の利用対象地域より広域に、利用対象地域を拡大すること。
また、隣接自治体で、公共施設の機能を共有し共同運用します。

隣接市 

※隣接市と施設・事業を共同運用、共有することにより管理運営の効率化を図ります。
 

公共建築物の集約化、複合化、多機能化 

一つの施設内に、同種の機能を持つ施設を集約したり、異なる機能を持つ施
設を複合したりすることにより、施設の運営効率が向上したり、施設の総量を

複合化・多機能化施設

現状の施設の利用対象地域より広域に、利用対象地域を拡大すること。
また、隣接自治体で、公共施設の機能を共有し共同運用します。

隣接市 

湖西市 

※隣接市と施設・事業を共同運用、共有することにより管理運営の効率化を図ります。

一つの施設内に、同種の機能を持つ施設を集約したり、異なる機能を持つ施
設を複合したりすることにより、施設の運営効率が向上したり、施設の総量を

複合化・多機能化施設

再編後

現状の施設の利用対象地域より広域に、利用対象地域を拡大すること。 
また、隣接自治体で、公共施設の機能を共有し共同運用します。 

広域化後

浜名湖 

※隣接市と施設・事業を共同運用、共有することにより管理運営の効率化を図ります。

一つの施設内に、同種の機能を持つ施設を集約したり、異なる機能を持つ施
設を複合したりすることにより、施設の運営効率が向上したり、施設の総量を

複合化・多機能化施設 

再編後 

 

広域化後 

※隣接市と施設・事業を共同運用、共有することにより管理運営の効率化を図ります。



- 11 - 

３ 縮減目標 

 

（１）縮減目標値 

公共施設の適正配置を進めていくにあたっての目標値について、以下の通り設定しました。 

縮減目標 今後30年間で公共施設の総延床面積を20％（46,045㎡）縮減する。 

 

（２）目標値設定の考え方（湖西市公共施設等総合管理計画 平成27年度策定時に設定） 

施設廃止により更新費用が不要となった場合、その施設にかかっている維持管理費用、事業運営

費用も同時に削減されます。削減した費用を更新費用に充てることで、不足する更新費用を賄うと

いう考え方のもと、どれだけの施設の更新量を削減すれば他の施設の更新費用を賄うことができる

かをシミュレーションしました。 

 

■シミュレーションの条件 

    

①過去投資的経費 1 年あたり平均 14.5 億円を今後も維持するものとする。 

   ②床面積を 10％削減すると、管理運営費用は 10％削減されるものとする。 

    ※管理運営費用（人件費を除く）1 年あたり平均 37.3 億円（平成 23 年度から平成 25 年

度実績より） 

 

 

図表３-１ 更新費用推計（平成 27 年度縮減目標値設定時） 
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図表３-2 算定の基礎数字                  （単位：億円） 

 更新費用 投資可能額 
更新費用 

不足額 
管理運営費用 

１年あたり 24.8 14.5   10.3 37.3  

40 年間 992.6 580.0   412.6 1,492.0     

 

 

 

図表３-３ 更新費用不足額と管理運営費用削減額の試算表（年間）    （単位：億円）  

総面積削減率 
管理運営 

費用 

管理運営 

費用削減額 
投資可能額 

更新費用 

不足額 

差し引き 

不足額 

0％ 37.3    0 14.5 10.3 ▲10.3 

10％ 33.6 3.7  14.5   7.8 ▲4.1 

20％ 29.8 7.5 14.5   5.3  2.2 

30％ 26.1 11.2  14.5   2.9  8.3 

40％ 22.4 14.9  14.5   0.4  14.5 

※数字の表示は小数点第２位を四捨五入しています 

 

 

■シミュレーションの結果 

 

シミュレーションの結果、17％の施設を削減すれば更新費用を賄うことができるという結果とな

りました。しかしながら、普通地方交付税の合併特例による加算額の段階的削減など様々な不確定

要素を加味して、総量縮減の目標値を20％に設定しました。 
 

 

図表３-４ 総延床面積削減による更新費用への効果（イメージ図）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

現在                                    将来 

 

     ※延床面積を削減することにより管理運営費用を削減し、削減した管理運営費用を更新費用の不足分に 

充てることで、将来的に不足分を解消し更新費用の確保を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 管理運営費用削減分 

 不足充当分 

管
理
運
営
費
用 

更
新
費
用 

不
足
額 

投
資
可
能
額 

管理運営費用の削減分を更新費用の

不足額に充当する 
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第４章 再配置（施設見直し）に向けた考え方 
 

 

再配置計画では、公共施設マネジメント基本方針で定めた適正配置の方向性や個別施設の状況（利

用実態・建物状態）等をふまえ、今後の方向性（考え方）について示します。 

施設が再配置の実施時期（建て替えや大規模改修、廃止等の時期の目安）を迎えた際は、この方

向性に基づき具体的な検討を進めていきます。 

 

１ 方向性の取扱い 

 

 

 

 

各施設において、更新（建て替えや大規模改修等）や施設見直し（施設が不必要となる等）が必

要となった場合、すなわち「将来的にどうするのか」という方向性について、現時点での基本的な

方向性（考え方）をまとめたものです。 

実際に更新や施設見直しを実施する際には、この方向性をふまえ、より具体的な方向性や手法等

について検討し、事業化に向けた実施計画等を作成し、関係者等との調整を進めていきます。 

なお、社会情勢の変化等をふまえ、“公共施設マネジメント”の目的達成に向けた最も適した事業

が実現できるよう、方向性を見直していくこととします。 

 

 

２ 対象施設等 

 

（１）対象施設の考え方 

公共施設等総合管理計画に掲載している全ての公共建築物を対象とします。ただし、従属的な施

設など特殊な施設の方向性については、次のとおり取り扱います。 

 

 

①複数の施設（棟）で構成される施設は、主となる施設のみ方向性を示します。「従属的な施設」

は主となる施設に準ずるため、記載を省略します。 

例：ア）市役所庁舎（主）と倉庫（従） 

イ）市営住宅（主）と市営住宅ポンプ室・ゴミ置き場等（従） 

 

②主たる建築物が伴わない公共サービスの「附属施設」は、公共施設再配置以外の視点から検討す

るため、記載を省略します。（概ね50㎡未満の小規模なもの） 

例：グラウンドの器具庫・更衣室・トイレ 

 

③「水道施設など」は、他の計画等において詳細な検討を行うため、再配置計画では記載を省略し

ます。 

例：浄水場等 

公営企業会計に移行しているため、担当部署で作成する計画で検討 

 

④「移転等の見直しを検討することが困難な施設」は、再配置計画での検討が適当でないため、記

載を省略します。 

例：ア）墓地 

イ）バス停 

ウ）ポンプ場 

エ）津波避難タワー 

 

    

  

◆再配置計画における施設の方向性は、市における現時点の基本的な方向性（考え方）で

あり、確定事項ではありません。 
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（２）更新・見直しを実施する時期の考え方 

建物の耐用年数は、建築年や構造、用途等によって異なります。また、実際に更新・見直しをす

る時期は、建物の利用・立地状況や劣化進捗度などによって前後するものです。 

しかしながら、更新・見直しを実施する時期が分からなくては、施設利用者にとって不安材料に

なるほか、今後の利活用策を検討する際にも不都合です。 

そのため、再配置計画では、施設の主な建物（躯体部分）の耐用年数及び施設の利用状況や安全

性等の評価・分析の結果を基に “具体的に施設の更新・見直しを実施する時期” である『実施時

期』を設定しました。 

『実施時期』は、計画期間を４年・５年・１０年・１０年に４分割し、第１期から第４期までに

分類しました。この『実施時期』を“更新・見直しを実施する時期（タイミング）”として一つの目

安とします。 

なお、“施設が不要となる”、“複合化（移転先）の対象となる”など、施設見直しが必要となった場

合は、実施時期（更新・見直し時期の目安）にかかわらず、方向性を検討することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪実施時期≫ 

第１期：2017～2020年  第２期：2021～2025年 

第３期：2026～2035年  第４期：2036～2045年 
 



- 15 - 

３ 個別施設の方向性（施設見直し）の考え方 

 

（１）再配置に向けた評価の方針 

施設を利用特性と建築物特性の観点から総合的に評価し、再配置に向けた方針を設定します。 

評価は、大きく３段階に分け、施設機能や利用状況をふまえた一次評価（施設評価）、公共性や

立地特性を考慮した二次評価を基に、再配置の手法について選定する最終評価を実施します。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施設を区分＞ 
 Ⅰ義務的な公共サービスを行う施設や 
  特定の目的のための施設 
 Ⅱ学校、幼児教育を行う施設 
 Ⅲ市民に幅広く利用される施設 

…施設機能によりⅠ～Ⅲの 

3 つに区分 

一次評価 …ポートフォリオを活用 

Ａ
ハ
ー
ド 

Ｂ
ソ
フ
ト 

① 老朽化状況 

② 耐震性状況 

③ 利用状況 

④ コスト状況 

⑤ 市民ニーズ状況（アンケート結果） 

二次評価 

①公共性 

②避難所指定 

③代替性 

…二次評価フローを活用 

最終評価 

①地域の実情、特性 

②市の政策、所管課ヒアリング等 

再配置手法の選定 

…総合的な視点による評価 

施

設

評

価 

公
共
性 

地
域
性
評
価 ④統合/複合化 

⑤転用 
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（２）一次評価のための施設区分（平成 28 年度策定時） 

本市は 106 の施設を保有しています。（2016 年（平成 28 年）4 月末時点）施設には様々な機

能があり、その中には義務的な公共サービスを行う施設や特定の目的のみに使用される施設なども

含まれるため、全てをひとくくりに評価することは適切ではありません。 

そこで、施設類型では 12 に分類していますが、再配置を検討する上では、施設の利用形態に合

わせて以下の３つに区分し、施設区分ごとにそれぞれ検討を行います。 

 

 

 図表４-１ 施設区分 

施設区分 主な施設 施設数 

Ⅰ 義務的な公共サービスを行う施設 

  特定の目的のための施設 

庁舎、消防本部、衛生プラント、

公営住宅など 
５５ 

Ⅱ 学校、幼児教育を行う施設 学校、保育園、幼稚園 ２０ 

Ⅲ 市民に幅広く利用される施設 図書館、体育館、市民会館など ３１ 

※個々の施設の区分については次ページ以降を参照 
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Ⅰ 義務的な公共サービスを行う施設・特定の目的のための施設 

 

No. 施設名称 No. 施設名称 

1 上ノ原住宅 29 旧新居温水プール※ 

2 消防署西分署 30 新居町駅西自転車等駐車場    

3 新居斎場（やすらぎ苑） 31 中之郷倉庫 

4 健康福祉センター（おぼと） 32 湖西市防災センター 

5 鷲津コミュニティ防災センター 33 湖西市消防団第 4 分団詰所 

6 湖西市環境センター 34 日の岡排水機場 

7 湖西市消防団第 1 分団詰所 35 湖西市消防団第 9 分団詰所 

8 湖西市消防団第 11 分団詰所 36 湖西市衛生プラント 

9 五田住宅 37 湖西市旧環境センター 

10 表鷲津コミュニティ防災センター 38 旧下水道工事用賃貸住宅 

11 湖西市消防団第 13 分団詰所 39 杉本電気跡倉庫 

12 総合倉庫 40 湖西市笠子廃棄物処分場 

13 消防署南分署 41 栄町住宅 

14 旧新居町介護サービスセンター 42 入出排水機場 

15 湖西市消防団第 8 分団詰所 43 川尻排水機場 

16 新居ごみ焼却場 44 湖西市役所 

17 湖西市消防団第 6 分団詰所 45 笠子住宅 

18 湖西市消防団第 10 分団詰所 46 消防本部・消防署本署 

19 分川住宅 47 新居排水機場 

20 湖西市消防団第 5 分団詰所 48 北部多目的センター文化財倉庫 

21 文化財仮倉庫 49 松山住宅 

22 湖西市消防団第 2 分団詰所 50 住吉西北住宅 

23 湖西市消防団第 3 分団詰所 51 旧法務局新居出張所 

24 湖西市消防団第 7 分団詰所 52 湖西市営火葬場 

25 天当山住宅 53 旧湖西市交番施設 

26 川尻住宅 54 旧湖西市豊田会館※ 

27 市立湖西病院 55 旧表鷲津公会堂※ 

28 住吉東住宅 

 
※旧新居温水プール、旧表鷲津公会堂、旧湖西市豊田会館は休止している施設であるため、施設区分Ⅰに 

分類しています。 

※施設は建築年の新しい順に掲載しています。 
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Ⅱ 学校、幼児教育を行う施設       Ⅲ 市民に幅広く利用される施設 

 

No. 施設名称 

 

 

 

 

No. 施設名称 

1 白須賀幼稚園 1 新居体育館 

2 岡崎中学校 2 湖西市ふれあい交流館 

3 新所幼稚園 3 道の駅「潮見坂」 

4 鷲津幼稚園 4 海湖館 

5 新居小学校 5 湖西市はつらつセンター 

6 新居保育園 6 アメニティプラザ 

7 知波田幼稚園 7 白須賀宿歴史拠点施設 

8 鷲津中学校 8 湖西市民活動センター 

9 岡崎幼稚園 9 世代間交流室 

10 湖西中学校 10 むつみ荘 

11 白須賀中学校 11 平次ヶ谷公園管理棟 

12 鷲津小学校 12 南部地区構造改善センター 

13 岡崎小学校 13 新居弁天海水浴場 

14 鷲津保育園 14 みなと運動公園 

15 内山保育園 15 中央図書館 

16 新居中学校 16 湖西運動公園 

17 知波田小学校 17 湖西地域職業訓練センター 

18 新居幼稚園 18 老人福祉センター※ 

19 白須賀小学校 19 子育て支援センター※ 

20 東小学校 20 西部地域センター 

21 新居図書館 

22 勤労者体育センター 

23 北部地区多目的研修集会施設 

24 新居関所史料館 

25 勤労青少年ホーム 

26 市民会館 

27 新居弁天わんぱくランド 

28 新居地域センター 

29 小松楼まちづくり交流館 

30 浜名湖れんが館 

31 紀伊国屋資料館 

                                
※老人福祉センター、子育て支援センターは特定の目的のための施設 

であるが、用途変更し利用対象者の拡大が可能と考えられるため設 

区分Ⅲに分類しています。                    

※施設は建築年の新しい順に掲載しています。 

 

  

※施設は建築年の新しい順に掲載しています。 
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（３）一次評価（平成 28 年度策定時） 

① 一次評価指標 

 一次評価の項目は、2015 年度（平成 27 年度）に実施した個別施設調査や 2016 年度（平成

28 年度）に実施した市民アンケートの結果を活用し、以下の①～⑤の５つの項目とします。 

 

 図表４-２ 一次評価（施設評価） 

 

 

 

 

 

          

  

施設区分に応じて適切な評価区分を採用 

  評価項目 分析項目 

Ａ 

ハ
ー
ド 

個
別
調
査
活
用 

①老朽化状況 
施設 

老朽度 

○築年数について、構造別の耐用年数に対する比率を算出

し、大規模改修の実績を加味し、全施設について偏差値

で評価 

○築年数が新しいほど評価は高い 

○複数棟ある施設については、棟面積に応じて平均値を算

出して評価 

[算出式]Σ[(棟別築年数×棟面積)]÷延床面積 

②耐震性状況 
耐震性の

有無 

○耐震性能について、施設区分ごとに偏差値で評価 

○耐震性が高いほど評価は高い 

Ｂ 

ソ
フ
ト 

③利用状況 利用者数 

○床面積１㎡あたりの 2012 年度（平成 24 年度）～2014 年度

（平成 26 年度）の平均利用者数について、施設区分ごと

に偏差値で評価 

○利用者数が多いほど評価は高い  

④コスト状況 管理コスト 

○2012 年度（平成 24 年度）～2014 年度（平成 26 年度）平均

の利用者１人あたりの管理コストについて、施設区分ごと

に偏差値で評価 

○施設利用料がある場合は考慮 

○コストが安いほど評価は高い 

ア
ン
ケ
ー
ト 

活
用 

⑤市民ニーズ 

状況 

市民 

アンケート 

○市民アンケートの結果、「優先的に維持すべき施設」の偏

差値と「統廃合や内容変更すべき施設」の偏差値（補正

値）から平均値を算出し、施設区分ごとに評価 

○評価値が大きいほど評価は高い 
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  前ページに示した、評価項目をⅠ～Ⅲの施設区分に下表のように適用し評価します。 

 
図表４-３ 評価項目の適用 
 

  

施設区分 

評価項目 

評価方法 

Ａ ハード Ｂ ソフト 

① 

老朽化 

状況 

② 

耐震性 

状況 

③ 

利用 

状況 

④ 

コスト 

状況 

⑤ 

市民 

ニーズ状況 

Ⅰ義務的な公共サービスを行う施設 

特定の目的のための施設 

＜55 施設＞ 

○ ○ － － － 
①と②の平均値
により評価 

Ⅱ学校、幼児教育を行う施設 

＜20 施設＞ 
○ ○ ○ ○ － 

①と②の平均値
及び③と④の平
均値により評価 

Ⅲ市民に幅広く利用される施設 

＜31 施設＞ 
○ ○ ○ ○ ○ 

①と②の平均値
及び③～⑤の平
均値により評価 
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  ② 一次評価のポートフォリオ 

 施設区分のⅠについては、B ソフト面の評価は適さないため、A ハード面のみで各施設を評価 

します。 

施設区分のⅡ、Ⅲについては、それぞれ評価項目をＡ ハード面、Ｂ ソフト面に分けたポート 

フォリオを作成し、各施設を評価します。 

 

 図表４-４ ポートフォリオのイメージ 

 

                    

       Ｂ ソフト 

     下記③～⑤の平均値 

      ③利用状況 

      ④コスト状況 

      ⑤市民ニーズ状況 
      ※③～⑤は施設区分に 

        よって適用 

 

 

 

                    

 

                          Ａ ハード 

                      下記①②の平均値 

①老朽化状況 

②耐震性状況 
                        ※施設区分ⅠはＡ ハード面のみで評価 

 

 

 

 

 

評価結果 施設区分Ⅰ 施設区分 Ⅱ・Ⅲ 

Ａ評価 

「優」 

偏差値55以上 

ポートフォリオ：Ａ象限 

ハード、ソフト面ともに優れ、施設の維持保全を適切

に実施することにより、基本的に「継続使用」する  

Ｂ評価 

「良」 

偏差値50以上 

55 未満 

 

ポートフォリオ：Ｂ象限 

ソフト面の評価は良好であるが、ハード面の評価は劣

る。改修や建替時に複合化や統合を検討するなど、機

能は「維持」し、ハード面を「改善」する 

Ｃ評価 

「やや不良」 

偏差値45以上 

   50 未満 

ポートフォリオ：Ｃ象限 

ハード面の評価は良好であるが、ソフト面の評価は低

い。Ｂ評価の施設への転用や利用率向上を図るための

複合化、統合など、現在の機能の「廃止」を含めたソ

フト面の「見直し」をする 

Ｄ評価 

「不良」 

偏差値45未満 

ポートフォリオ：Ｄ象限 

ハード、ソフト面ともに劣り、民営化や統廃合などに

より、現在の施設の「廃止」を前提とする 

 

 

 

良好 

Ｂ評価 Ａ評価 

Ｄ評価 Ｃ評価 

悪 

良好 悪 
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（４）一次評価の結果（平成 28 年度策定時） 

  Ⅰ 義務的な公共サービスを行う施設、特定の目的のための施設 

    建築後の経過年数、耐震性能をもとに評価しています。老朽化度（古さ）及び耐震性の評価

は、施設により大きな差異が生じています。 
 

      

   図表４-５ Ⅰ 義務的な公共サービスを行う施設・特定の目的のための施設の評価結果一覧 

                     

No. 施設名称 
老朽化度 

偏差値 

耐震性 

偏差値 

ハード 

偏差値 

（平均値） 

判定 

1 新居斎場（やすらぎ苑） 58.5 63.6 61.1 A 

2 消防署西分署 58.2 63.6 60.9 A 

3 健康福祉センター（おぼと） 57.2 63.6 60.4 A 

4 鷲津コミュニティ防災センター 56.2 63.6 59.9 A 

5 湖西市環境センター 55.7 63.6 59.6 A 

6 表鷲津コミュニティ防災センター 54.1 63.6 58.8 A 

7 消防署南分署 53.6 63.6 58.6 A 

8 上ノ原住宅 63.8 50.8 57.3 A 

9 市立湖西病院 50.6 63.6 57.1 A 

10 湖西市消防団第 1 分団詰所 55.7 50.8 53.2 B 

11 湖西市消防団第 11 分団詰所 55.7 50.8 53.2 B 

12 文化財仮倉庫 55.4 50.8 53.1 B 

13 五田住宅 54.6 50.8 52.7 B 

14 湖西市消防団第 13 分団詰所 54.1 50.8 52.5 B 

15 総合倉庫 54.1 50.8 52.5 B 

16 栄町住宅 48.0 56.7 52.3 B 

17 湖西市消防団第 8 分団詰所 53.1 50.8 52.0 B 

18 旧新居町介護サービスセンター 53.1 50.8 52.0 B 

19 新居ごみ焼却場 52.6 50.8 51.7 B 

20 湖西市消防団第 6 分団詰所 52.6 50.8 51.7 B 

21 湖西市消防団第 10 分団詰所 52.6 50.8 51.7 B 

22 分川住宅 52.6 50.8 51.7 B 

23 湖西市消防団第 5 分団詰所 52.1 50.8 51.4 B 

24 湖西市消防団第 2 分団詰所 51.6 50.8 51.2 B 

25 湖西市消防団第 3 分団詰所 51.6 50.8 51.2 B 

26 湖西市消防団第 7 分団詰所 51.6 50.8 51.2 B 

27 住吉東住宅 51.5 50.8 51.1 B 

28 川尻住宅 50.6 50.8 50.7 B 

 

   

 

 

 

 

 

 

【判定】 

A：偏差値 55 以上 

B：  〃 50 以上 55 未満 

C：  〃 45 以上 50 未満 

D： 〃 45 未満 
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No 施設名称 
老朽化度 

偏差値 

耐震性 

偏差値 

ハード 

偏差値 

（平均値） 

判定 

29 旧新居温水プール 49.0 50.8 49.9 C 

30 新居町駅西自転車等駐車場 48.5 50.8 49.7 C 

31 中之郷倉庫 48.5 50.8 49.7 C 

32 日の岡排水機場 48.0 50.8 49.4 C 

33 湖西市消防団第 4 分団詰所 48.0 50.8 49.4 C 

34 湖西市防災センター 48.0 50.8 49.4 C 

35 湖西市消防団第 9 分団詰所 47.5 50.8 49.2 C 

36 天当山住宅 45.9 50.8 48.3 C 

37 消防本部・消防署本署 46.3 49.9 48.1 C 

38 入出排水機場 45.0 50.8 47.9 C 

39 湖西市衛生プラント 44.8 49.9 47.3 C 

40 湖西市笠子廃棄物処分場 49.7 44.7 47.2 C 

41 笠子住宅 42.9 50.8 46.9 C 

42 松山住宅 42.4 50.8 46.6 C 

43 新居排水機場 41.9 50.8 46.4 C 

44 住吉西北住宅 41.4 50.8 46.1 C 

45 湖西市役所 43.6 47.1 45.3 C 

46 北部多目的センター文化財倉庫 47.9 38.2 43.0 D 

47 湖西市営火葬場 45.1 40.5 42.8 D 

48 川尻排水機場 45.0 38.0 41.5 D 

49 湖西市旧環境センター 47.0 25.2 36.1 D 

50 杉本電気跡倉庫 46.5 25.2 35.9 D 

51 旧湖西市交番施設 39.4 25.2 32.3 D 

52 旧法務局新居出張所 39.1 25.2 32.1 D 

53 旧下水道工事用賃貸住宅 37.4 25.2 31.3 D 

54 旧湖西市豊田会館 15.2 25.2 20.2 D 

55 旧表鷲津公会堂 -35.9 25.2 -5.3 D 

 

  

【判定】 

A：偏差値 55 以上 

B：  〃 50 以上 55 未満 

C：  〃 45 以上 50 未満 

D： 〃 45 未満 



- 24 - 

  Ⅱ 学校、幼児教育を行う施設 

    建築後の経過年数、耐震性能、施設の利用者数、収支の状況をもとに評価しています。ハー

ド面では、全般的に老朽化が進んだ（古い）施設が多い状況にあると判定されます。また、ソ

フト面では、児童生徒数の違いから、施設による差が大きいことが確認できます。 

 

   図表４-６ Ⅱ 学校、幼児教育を行う施設のポートフォリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ評価 

（Ａ象限） 
ハード、ソフト面ともに優れ、施設の維持保全を適切に実施することにより、基本的
に「継続使用」する  

Ｂ評価 

（Ｂ象限） 
ソフト面の評価は良好であるが、ハード面の評価は劣る。改修や建替時に複合化や統
合を検討するなど、機能は「維持」し、ハード面を「改善」する 

Ｃ評価 

（Ｃ象限） 

ハード面の評価は良好であるが、ソフト面の評価は低い。Ｂ評価の施設への転用や利
用率向上を図るための複合化、統合など、現在の機能の「廃止」を含めたソフト面の
「見直し」をする 

Ｄ評価 

（Ｄ象限） 
ハード、ソフト面ともに劣り、民営化や統廃合などにより、現在の施設の「廃止」を
前提とする 

 

 

 

 

 

 

鷲津保育園

内山保育園
新居保育園

鷲津幼稚園

白須賀幼稚園

新所幼稚園

岡崎幼稚園

知波田幼稚園

新居幼稚園

鷲津小学校

白須賀小学校

東小学校

岡崎小学校

知波田小学校

新居小学校

鷲津中学校

白須賀中学校

湖西中学校

岡崎中学校

新居中学校

25.0

35.0

45.0

55.0

65.0

75.0

25.0 35.0 45.0 55.0 65.0 75.0

ソ
フ
ト
（利
用
・
コ
ス
ト
状
況
）

ハード（老朽化・耐震性状況）

A評価B評価

D評価 C評価
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   図表４-７ Ⅱ 学校、幼児教育を行う施設の評価結果一覧 

       

  

No. 施設名称 
老朽化度 

偏差値 

耐震性 

偏差値 

ハード 

偏差値 

（平均値） 

利用者数 

偏差値 

管理コスト 

偏差値 

ソフト 

偏差値 

（平均値） 

判定 

1 岡崎中学校 60.3 63.3 61.8 59.3 57.7 58.5 A 

2 鷲津小学校 51.6 56.9 54.3 61.3 55.6 58.5 A 

3 岡崎小学校 50.9 51.5 51.2 60.6 56.9 58.8 A 

4 東小学校 50.5 52.6 51.6 56.6 54.8 55.7 A 

5 鷲津幼稚園 51.6 50.8 51.2 58.2 53.1 55.7 A 

6 新居小学校 49.7 50.7 50.2 58.4 54.7 56.5 A 

7 白須賀小学校 50.1 53.3 51.7 53.2 55.5 54.3 A 

8 白須賀中学校 49.8 56.9 53.4 47.4 53.9 50.6 A 

9 知波田小学校 50.6 53.4 52.0 57.0 45.2 51.1 A 

10 鷲津保育園 45.0 50.8 47.9 61.9 43.1 52.5 B 

11 湖西中学校 53.7 60.1 56.9 41.5 55.5 48.5 C 

12 白須賀幼稚園 58.9 61.0 59.9 36.3 50.2 43.3 C 

13 内山保育園 44.5 63.6 54.0 52.3 44.0 48.1 C 

14 知波田幼稚園 52.3 55.1 53.7 42.8 50.7 46.8 C 

15 新居中学校 51.1 52.4 51.8 41.6 48.6 45.1 C 

16 鷲津中学校 52.5 56.7 54.6 46.8 37.6 42.2 C 

17 新所幼稚園 57.7 63.6 60.6 24.5 45.1 34.8 C 

18 新居幼稚園 50.2 52.9 51.5 35.5 44.2 39.9 C 

19 新居保育園 49.0 50.8 49.9 55.1 44.2 49.7 D 

20 岡崎幼稚園 47.0 38.0 42.5 49.6 49.6 49.6 D 
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 Ⅲ 市民に幅広く利用される施設 

    建築後の経過年数、耐震性能、施設の利用者数、収支の状況、市民ニーズの状況をもとに評

価しています。ハード面では、大きく老朽化した施設は少ない状況と判定されます。また、施

設の利用・運用状況には比較的差異が見られ、一部老朽化度が低い（新しい）施設において、

利用や運営の状況が悪い施設も確認されます。 

 

    図表４-８ Ⅲ 市民に幅広く利用される施設のポートフォリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ評価 

（Ａ象限） 
ハード、ソフト面ともに優れ、施設の維持保全を適切に実施することにより、基本的
に「継続使用」する  

Ｂ評価 

（Ｂ象限） 
ソフト面の評価は良好であるが、ハード面の評価は劣る。改修や建替時に複合化や統
合を検討するなど、機能は「維持」し、ハード面を「改善」する 

Ｃ評価 

（Ｃ象限） 

ハード面の評価は良好であるが、ソフト面の評価は低い。Ｂ評価の施設への転用や利
用率向上を図るための複合化、統合など、現在の機能の「廃止」を含めたソフト面の
「見直し」をする 

Ｄ評価 

（Ｄ象限） 
ハード、ソフト面ともに劣り、民営化や統廃合などにより、現在の施設の「廃止」を
前提とする 

 

 

 

新居地域センター

小松楼まちづくり交流館

勤労青少年ホーム

西部公民館

南部地区構造改善センター

北部地区多目的研修集会施設

市民会館

浜名湖れんが館

アメニティプラザ

新居体育館・弓道場

勤労者体育センター

湖西運動公園

みなと運動公園

新居図書館

中央図書館

新居関所史料館

白須賀宿歴史拠点施設

紀伊国屋資料館

子育て支援センター

湖西市ふれあい交流館

湖西市はつらつセンター

世代間交流室

むつみ荘

老人福祉センター

新居弁天海水浴場

新居弁天わんぱくランド

平次ヶ谷公園管理棟

海湖館

湖西地域職業訓練センター

道の駅「潮見坂」

湖西市民活動センター

25.0

35.0

45.0

55.0

65.0

75.0

25.0 35.0 45.0 55.0 65.0 75.0

ソ
フ
ト
（利
用
・
コ
ス
ト
・
市
民
ニ
ー
ズ
状
況
）

ハード（老朽化・耐震性状況）

・市民活動センターは利用者数と管理コストのみでソフトの偏差値を

計算しています。

・小松楼まちづくり交流館は、1905年に建築された施設ですが、2010年

に大規模改修が行われています。

・浜名湖れんが館は、1904年に建築された施設ですが、2004年に大規

模改修が行われています。

・市民会館のソフトの偏差値はホール休止前を計算しています。

B評価

D評価 C評価

A評価

 西部地域センター 
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図表４-９ Ⅲ 市民に幅広く利用される施設の評価結果一覧 

No. 施設名称 
老朽化度 

偏差値 

耐震性 

偏差値 

ハード 

偏差値 

（平均値）

利用者数 

偏差値 

管理コスト 

偏差値 

アンケート 

偏差値 

ソフト 

偏差値 

（平均値）

判定 

1 新居体育館 62.3 48.6 55.4 53.5 71.1 54.2 59.6 A 

2 道の駅「潮見坂」 56.8 62.1 59.5 54.1 46.6 64.2 55.0 A 

3 湖西市ふれあい交流館 59.7 63.6 61.6 53.8 55.1 49.3 52.7 A 

4 アメニティプラザ 56.7 56.0 56.3 53.4 50.1 68.8 57.4 A 

5 中央図書館 50.6 63.6 57.1 53.9 41.2 67.2 54.1 A 

6 南部地区構造改善センター 53.6 63.6 58.6 53.7 53.8 50.1 52.5 A 

7 湖西市民活動センター 56.2 63.6 59.9 52.5 48.4 － 50.5 A 

8 小松楼まちづくり交流館 61.8 50.8 56.3 53.8 56.0 47.1 52.3 A 

9 湖西市はつらつセンター 57.7 50.8 54.2 53.7 56.0 47.7 52.5 A 

10 海湖館 58.2 50.8 54.5 54.1 52.1 48.6 51.6 A 

11 むつみ荘 56.2 50.8 53.5 53.7 56.9 45.5 52.1 A 

12 老人福祉センター 50.1 50.8 50.4 53.5 51.9 50.2 51.9 A 

13 子育て支援センター 49.6 50.8 50.2 53.2 44.5 58.6 52.1 A 

14 西部地域センター 49.0 50.8 49.9 53.6 47.2 55.8 52.2 B 

15 新居図書館 48.5 50.8 49.7 53.9 48.3 54.9 52.4 B 

16 北部地区多目的研修集会施設 47.0 50.8 48.9 53.1 51.9 47.3 50.8 B 

17 新居関所史料館 44.5 38.0 41.2 53.9 47.8 57.4 53.0 B 

18 紀伊国屋資料館 53.4 25.2 39.3 53.8 53.2 43.4 50.1 B 

19 世代間交流室 56.2 50.8 53.5 52.1 56.9 40.9 49.9 C 

20 浜名湖れんが館 58.7 50.8 54.7 53.1 55.8 37.0 48.6 C 

21 白須賀宿歴史拠点施設 56.7 50.8 53.7 53.4 49.7 38.8 47.3 C 

22 湖西運動公園※ 51.4 53.6 52.5 42.1 39.7 61.9 47.9 C 

23 平次ヶ谷公園管理棟※ 54.6 50.8 52.7 43.2 55.1 38.7 45.7 C 

24 新居弁天海水浴場※ 53.3 50.8 52.1 18.1 52.5 45.1 38.6 C 

25 みなと運動公園※ 50.8 50.8 50.8 9.2 51.5 50.4 37.0 C 

26 勤労者体育センター 48.0 50.8 49.4 53.5 50.6 45.4 49.8 D 

27 湖西地域職業訓練センター 47.6 44.2 45.9 53.0 50.0 46.4 49.8 D 

28 新居地域センター 41.4 50.8 46.1 52.9 41.4 51.6 48.6 D 

29 市民会館※ 42.9 38.0 40.5 53.2 32.3 49.6 45.0 D 

30 新居弁天わんぱくランド※ 42.4 25.2 33.8 48.5 48.2 51.0 49.2 D 

31 勤労青少年ホーム 42.9 38.0 40.5 52.5 34.2 28.5 38.4 D 

  ※市民会館のソフト偏差値はホール休止前を計算しています。 

  ※湖西運動公園、平次ヶ谷公園管理棟、新居弁天海水浴場、みなと運動公園、新居弁天わんぱく

ランドの利用者数偏差値は、施設全体の利用面積で計算しています。 
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（５）二次評価 

  二次評価では、施設の公共性、代替性を考慮した上で利用圏域、立地状況をふまえ、統廃合や複 

合化の適用について検討します。 

  二次評価結果をふまえて、各施設の今後の暫定方針を設定します。 

 

①一次評価をふまえた方針 

 各施設は一次評価によりＡ～Ｄの４つに分類されています。 

 施設の総量縮減を行うために、二次評価では、廃止、統合、複合化を含めた暫定の評価を行い

ます。特に、評価がＢ、Ｃの施設については、ハード面、ソフト面のいずれかが劣ることから、

統合や複合化について制限を受けるため、それらを考慮した評価を行います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一次評価の結果ごとに二次評価フローにより評価を行います。それぞれの二次評価フローを次

ページ以降に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一次評価 

結果 

ハード

面 

ソフト

面 
評価施設数 二次評価方針 

A ○ ○ 

Ⅰ 9 
ハード、ソフト面ともに良好であり、継

続使用する。 

 
⇒ⅡⅢの施設区分は、二次評価を実施しない。 
⇒Ⅰの施設区分は、一次評価にて、ハード面でし

か評価をしていないため、二次評価を実施す
る。 

Ⅱ 9 

Ⅲ 13 

Ｂ × ○ 

Ⅰ 19 ハード面が劣るため、施設更新時に統合

や複合化が可能か、あるいは他施設への

統合、複合化が可能か評価を行う。 
Ⅱ 1 

Ⅲ 5 

Ｃ ○ × 

Ⅰ 17 ソフト面が低いため、他施設を統合、複

合化することが可能か、あるいは転用が

可能か評価を行う。 

Ⅱ 8 

Ⅲ 7 

D × × 

Ⅰ 10 
ハード面、ソフト面ともに低いため、施

設（機能）の廃止が可能か評価を行う。 
Ⅱ 2 

Ⅲ 6 



- 29 - 

②二次評価項目 

    二次評価フローのフローチャート内の    「判断」箇所については、下記の評価項目を

判定することにより行うこととします。 

評価項目および評価点については以下の通り。 
 

分類 

（フロー
内番号）

評価項目 
評価点 

備考 
0 1 

①
公
共
関
与
の
妥
当
性 

公益性、公平性 私益的 公益的 
限られた人のための施設

ではないか 

公共関与の妥当性 なし あり 
公共が提供すべきサービ

スか 

法的位置付け なし あり 
法令により自治体に設置

が義務付けられるものか 

②
避
難
所
指
定 

避難所指定状況 未指定 指定 
避難生活を送る施設とし

て指定されているか 

避難所・災害対策に係る拠点の指

定状況 
未指定 指定 

避難生活を送る施設また

は災害対策に係る拠点と

して指定されているか 

避難所・災害対策に係る拠点機能

の移転若しくは継承の可否 
不可 可能 

近隣に避難所、災害対策に

係る拠点機能を移転する

ことが可能な施設がある

か 

③
施
設
移
譲 

民間での代替性 なし あり 

施設あるいは施設が行っ

ているサービスを含めて

民間に譲渡可能か 

地域に移譲が可能 不可 可能 

施設の所有権や維持管理

を地域に移譲可能か 

④
統
合

・
複
合
化
の
可
否 

圏域内の同類型/公共施設の有無 なし あり 

同類型の施設が圏域内に

存在する場合は統合の可

能性が検討される 

他類型の公共施設が存在

する 

 

駅・バス停からの距離 400ｍ以上 400ｍ未満 

当該施設に統合、複合化の

利便性を評価 

ハード面の評価が高い場

合には、当該施設の評価 

ハード面が劣る場合には、

統合や複合化が想定され

る他施設の評価 
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分類 

（フロー
内番号）

評価項目 
評価点 

備考 
0 1 

④
統
合

・
複
合
化
の
可
否 

施設圏域人口 

※施設類型毎に圏域が異なる 

施設・施設類型毎に基準人口を上回る場合は 1 

【基準圏域人口】 

小学校 10,000 人               

中学校 20,000 人               

幼稚園･保育園          5,000 人               

集会施設 10,000 人               

高齢者福祉施設            5,000 人           

幼児･児童施設       5,000 人               

スポーツ施設 10,000 人               

レクリエーション施設 20,000 人             

自然災害リスク 

津波浸水、土砂災害 

当該施設への統合、複合化する場合には、安全な立地の場
合を 1 とする 
 
当該施設を他施設に統合、複合化する場合には、危険な立
地（津波浸水想定区域、土砂災害警戒区域等）の場合を 1
とする 

他で活用できるスペースの有無 なし あり 

当該施設に統合、複合化す
る場合は、当該施設でスペ
ースの有無 
他施設へ統合、複合化する
場合には、対象として想定
される施設でのスペース
の有無 

圏域内の対象公共施設の有無 なし あり 
他の公共施設がある場合
には、複合化の検討が可能 

圏域内の同類型施設の有無 なし あり 
同類型施設が有る場合に
は統合の検討が可能 

⑤
転
用
の
可
否 

施設の需要見込みの有無 なし あり 

当該施設の利用について、

他の用途での需要は見込

めるか 
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③二次評価フロー 

  一次評価結果に応じて、それぞれ以下に示す１～４の４つのフローにより、二次評価を実施し 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フロー１】 
施設区分Ⅰ 全施設 

①公共関与の妥当性 

有 

無 

②避難所指定 
無 

有 

③民間への移譲 

②避難所機能の移転 

可 

可 

不可 

転用 

＜方針＞ 

⑤転用の可否 

④他施設への統合の可否 

可 

不可 

廃止 

④他施設への複合化の可否 

可 

他施設に統合 

不可※ 

【フロー２】 
施設区分Ⅱ・Ⅲ 一次評価結果 評価Ｂ（ハード面：× ソフト面：○） 

①公共関与の妥当性 

有 無 

②避難所指定 
無 

③民間への移譲 

可 

可 

不可 

④へ 

譲渡（廃止） 

＜方針＞ 

不可 ②避難所機能の移転 

有 

②③から 

可※ 
④他施設への統合の可否 

不可 

④他施設への複合化の可否 

不可 

 可 

可※ 

他施設に統合 

不可 

譲渡 
可 

②避難所指定と 
移転の可否 

②避難所指定と 
移転の可否 

他施設に複合化 

不可 

継続 

（改築、他施設を統合・複合化）

可 

不可※ 

可※ 

可※ 

①～⑤は評価項目、P29、30 を参照のこと 

不可 

②避難所指定と 

移転の可否 

②避難所指定と 

移転の可否 

 可 
他施設に複合化 

不可※ 
改築（他施設を統合・複合化または縮小） 

※幼稚園、保育園の場合は、民営化による補助も考慮 

①～④は評価項目、P29、30 を参照のこと 
「改築」は、更新または大規模改修を示す 

不可※ 

可※は避難所指定無し、または指定はあるが移転可 

不可※は避難所指定があり、移転不可 

可※は避難所指定無し、または指定はあるが移転可 
不可※は避難所指定があり、移転不可 
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【フロー３】 
施設区分Ⅱ・Ⅲ 一次評価結果 評価Ｃ（ハード面：○ ソフト面：×） 

【フロー４】 
施設区分Ⅱ・Ⅲ 一次評価結果 評価Ｄ（ハード面：× ソフト面：×） 

①公共関与の妥当性 

④他施設を統合の可否 

④他施設を複合化の可否 

②避難所指定 ③民間への移譲 

②避難所機能の移転 

有 無 無 可 

⑤転用の可否 

不可 

不可 

可 

転用 

＜方針＞ 

譲渡（廃止） 

可 有 

不可 

不可 

可 
継続（他施設を統合）

継続（他施設を複合）

不可 

可 

不可 

当面は継続（減築） 

①～⑤は評価項目、P29、30 を参照のこと 

 

有 

可※ 

無 

①公共関与の妥当性 

他施設に統合 

不可 

譲渡 

不可 

＜方針＞ 

②避難所指定 

④他施設への統合の可否 

④他施設を複合化の可否 

③民間への移譲 
 ④へ 

②避難所機能の移転 
可 

不可 

不可 

有 無 

他施設に複合化 
 

②避難所指定と移転の可否 
可 可※ 

不可※ 

不可※ 
改築（他施設を統合・複合化または縮小）

 

可 

①～④は評価項目、P29、30 を参照のこと 

②③から 

可
※
は避難所指定無し、または指定はあるが移転可 

不可
※
は避難所指定があり、移転不可 

可 
②避難所指定と移転の可否 
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④二次評価結果 

二次評価フローＡ～Ｄの４つに基づき評価した結果を示します。 

  

【フロー1 二次評価結果】 

※二次評価フローに該当する箇所のみ、評価項目の結果を記載してあります。 

施
設
区
分 

No. 施設名 

①
公
共
関
与
の
妥
当
性 

⑤
転
用
の
可
否 

②
避
難
所
指
定 

 

③
民
間

・
地
元
へ
の
施
設
移
譲 

 

④
他
施
設
へ
の

【 

統
合 

】
の
可
否 

 

④
他
施
設
へ
の

【 

複
合
化 

】
の
可
否 

 

二
次
評
価
結
果 

Ⅰ
義
務
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
施
設
や
特
定
の
目
的
の
た
め
の
施
設 

１ 新居斎場（やすらぎ苑） 有    不 不 継続 

2 消防署西分署 有    不 不 継続 

3 健康福祉センター（おぼと） 有  有  不 不 継続 

4 鷲津コミュニティ防災センター 無 不 有 可   譲渡 

5 湖西市環境センター 有    不 不 継続 

6 表鷲津コミュニティ防災センター 無 不 有 可   譲渡 

7 消防署南分署 有  無  不 可 他施設に複合化 

8 上ノ原住宅 有    不 不 継続 

9 市立湖西病院  有    不 不 継続 

10 湖西市消防団第 1 分団詰所 有    不 不 継続 

11 湖西市消防団第 11 分団詰所 有  無  不 可 他施設に複合化 

12 文化財仮倉庫 有  無  不 可 他施設に複合化 

13 五田住宅 有    不 不 継続 

14 湖西市消防団第 13 分団詰所 有    不 不 継続 

15 総合倉庫 有  無  可  他施設に統合 

16 栄町住宅 有    不 不 継続 

17 湖西市消防団第 8 分団詰所 有    不 不 継続 

18 旧新居町介護サービスセンター 無 不 無 可   譲渡 

19 新居ごみ焼却場 無 不 無 不   廃止 

20 湖西市消防団第 6 分団詰所 有    不 不 継続 

21 湖西市消防団第 10 分団詰所 有  無  不 可 他施設に複合化 

22 分川住宅 有    不 不 継続 

23 湖西市消防団第 5 分団詰所 有    不 不 継続 

24 湖西市消防団第 2 分団詰所 有    不 不 継続 

25 湖西市消防団第 3 分団詰所 有  無  不 可 他施設に複合化 

26 湖西市消防団第 7 分団詰所 有    不 不 継続 

27 住吉東住宅 有  無  不 可 他施設に複合化 

※二次評価フローに該当する箇所のみ、評価項目の結果を記載してあります。 
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施
設
区
分 

No. 施設名 

①
公
共
関
与
の
妥
当
性 

⑤
転
用
の
可
否 

②
避
難
所
指
定 

③
民
間

・
地
元
へ
の
施
設
移
譲 

④
他
施
設
へ
の

【 

統
合 
】
の
可
否 

④
他
施
設
へ
の

【 
複
合
化 

】
の
可
否 

 

二
次
評
価
結
果 

Ⅰ
義
務
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
施
設
や
特
定
の
目
的
の
た
め
の
施
設 

28 川尻住宅 有 
   

不 不 継続 

29 旧新居温水プール 無 不 無 不   廃止 

30 新居町駅西自転車等駐車場 無 不 無 可   譲渡 

31 中之郷倉庫 無 不 無 可   譲渡 

32 日の岡排水機場 有    不 不 継続 

33 湖西市消防団第 4 分団詰所 有    不 不 継続 

34 湖西市防災センター 有  有  不 可 他施設に複合化 

35 湖西市消防団第 9 分団詰所 有    不 不 継続 

36 天当山住宅 有    不 不 継続 

37 消防本部・消防署本署 有    不 不 継続 

38 入出排水機場 有    不 不 継続 

39 湖西市衛生プラント 有    不 不 継続 

40 湖西市笠子廃棄物処分場 有    不 不 継続 

41 笠子住宅 有 
 

無  可  統合 

42 松山住宅 有    不 可 他施設に複合化 

43 新居排水機場 有    不 不 継続 

44 住吉西北住宅 無 不 無 不   廃止 

45 湖西市役所 有    不 不 継続 

46 北部多目的センター文化財倉庫 有  無  不 可 他施設に複合化 

47 湖西市営火葬場 有    不 不 継続 

48 川尻排水機場 有    不 可 他施設に複合化 

49 湖西市旧環境センター 無 不 無 不   廃止 

50 杉本電気跡倉庫 無 不 無 不   廃止 

51 旧湖西市交番施設 無 不 無 可   譲渡 

52 旧法務局新居出張所 無 可     転用 

53 旧下水道工事用賃貸住宅 無 不 無 不   廃止 

54 旧湖西市豊田会館 無 不 無 不   廃止 

55 旧表鷲津公会堂 無 不 無 不   廃止 

※二次評価フローに該当する箇所のみ、評価項目の結果を記載してあります。 
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【フロー2 二次評価結果】 

施
設
区
分 

No. 施設名 

①
公
共
関
与
の
妥
当
性 

②
避
難
所
指
定 

③
民
間

・
地
元
へ
の
施
設
移
譲 

④
他
施
設
へ
の

【 

統
合 

】
の
可
否 

④
他
施
設
へ
の

【 

複
合
化 
】
の
可
否 

二
次
評
価
結
果 

Ⅱ
学
校
、
幼
児

教
育
施
設 

1 鷲津保育園 有   不 不 

改築 

（他施設を統合・複合化 

または縮小） 

Ⅲ
市
民
に
幅
広
く
利
用
さ
れ
る
施
設 

1 西部地域センター 有   不 不 

改築 

（他施設を統合・複合化 

または縮小） 

2 新居図書館 有 無  不 可 他施設に複合化 

3 北部地区多目的研修集会施設 有   不 不 

改築 

（他施設を統合・複合化 

または縮小） 

4 新居関所史料館 有 無  不 可 他施設に複合化 

5 紀伊国屋資料館 有 無  不 可 他施設に複合化 

※二次評価フローに該当する箇所のみ、評価項目の結果を記載してあります。 
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【フロー3 二次評価結果】 

施
設
区
分 

No. 施設名 

①
公
共
関
与
の
妥
当
性 

②
避
難
所
指
定 

③
民
間

・
地
元
へ
の
施
設
移
譲 

⑤
転
用
の
可
否 

④
他
施
設
を

【 
統
合 

】
の
可
否 

④
他
施
設
を

【 
複
合
化 

】
の
可
否 

二
次
評
価
結
果 

Ⅱ
学
校

・
幼
児
教
育
施
設 

1 湖西中学校 有    不 不 継続（減築） 

2 白須賀幼稚園 有    不 不 継続（減築） 

3 内山保育園 有    不 不 継続（減築） 

4 知波田幼稚園 有    不 不 継続（減築） 

5 新居中学校 有    不 不 継続（減築） 

6 鷲津中学校 有    不 不 継続（減築） 

7 新所幼稚園 有    不 不 継続（減築） 

8 新居幼稚園 有    不 不 継続（減築） 

Ⅲ
市
民
に
幅
広
く
利
用
さ
れ
る
施
設 

1 世代間交流室 無 無 可  
  

譲渡（廃止） 

2 浜名湖れんが館 無 無 不 可 
  

転用 

3 白須賀宿歴史拠点施設 有    不 不 継続（減築） 

4 湖西運動公園 有    不 不 継続（減築） 

5 平次ヶ谷公園管理棟 有    不 不 継続（減築） 

6 新居弁天海水浴場 有 
  

 不 不 継続（減築） 

7 みなと運動公園 有 
   

不 不 継続（減築） 

※二次評価フローに該当する箇所のみ、評価項目の結果を記載してあります。 
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【フロー4 二次評価結果】 

施
設
区
分 

No. 施設名 

①
公
共
関
与
の
妥
当
性 

②
避
難
所
指
定 

③
民
間

・
地
元
へ
の
施
設
移
譲 

④
他
施
設
へ
の

【 

統
合 
】
の
可
否 

④
他
施
設
へ
の
【 
複
合
化 

】
の
可
否 

二
次
評
価
結
果 

Ⅱ
学
校

・
幼
児
教
育
施
設 

1 新居保育園 有 無  可  他施設に統合 

2 岡崎幼稚園 有   不 不 
改築 

（他施設を統合・複合化
または縮小） 

Ⅲ
市
民
に
幅
広
く
利
用
さ
れ
る
施
設 

１ 勤労者体育センター 有   不 不 
改築 

（他施設を統合・複合化
または縮小） 

２ 湖西地域職業訓練センター 有 無  不 可 他施設に複合化 

３ 新居地域センター 有   不 不 
改築 

（他施設を統合・複合化
または縮小） 

４ 市民会館 有 無  可  他施設に統合 

５ 新居弁天わんぱくランド 無 無 可   譲渡（廃止） 

６ 勤労青少年ホーム 有 無  可  他施設に統合 

※二次評価フローに該当する箇所のみ、評価項目の結果を記載してあります。 

 

 

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



（６）最終評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）最終評価

一次・二次評価（平成

立地状況等をふまえて、暫定方針の選定を行いました。

最終評価（令和

スの推進状況などを考慮し、各施設の方針を選定します。

 

①方針の説明

最終評価の結果、選定される方針の内容について、以下に示します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■統 合
同じ機能を有する複数の施設を

総量の縮減、サービス向上、維持管理コスト削減につながる

 

 

 

 

■複合化
異なる機能を有する複数の施設を

総量の縮減、利便性向上、サービス向上、維持管理コスト削減

につながる

 

                                                      

 

■転 用
利用度が低い施設などを他の機能を提供する施設に用途変更

すること

施設の有効活用が図られる

 

 

 

 

例）利用者数が少ない集会所を介護施設のスペースとして

活用

例）C

複合化

■規模縮小
利用状況に合わせて、施設の一部を取り壊すこと

また、更新の際に規模を縮小（ダウンサイジング）すること

総量の縮減、維持管理コスト削減につながる

■譲 渡
民間や地元に施設あるいは、提供

サービスを含めて譲渡すること

総量の縮減、サービス向上、維持

管理コスト削減につながる

例）A

共用化

（６）最終評価 

一次・二次評価（平成

立地状況等をふまえて、暫定方針の選定を行いました。

最終評価（令和 2

スの推進状況などを考慮し、各施設の方針を選定します。

①方針の説明 

最終評価の結果、選定される方針の内容について、以下に示します。

  

合                      
同じ機能を有する複数の施設を

総量の縮減、サービス向上、維持管理コスト削減につながる

■複合化 
異なる機能を有する複数の施設を

総量の縮減、利便性向上、サービス向上、維持管理コスト削減

につながる 

                                                  

用 
利用度が低い施設などを他の機能を提供する施設に用途変更

すること 

施設の有効活用が図られる

例）利用者数が少ない集会所を介護施設のスペースとして

活用 

C 公民館の改修に合わせて、

複合化 

■規模縮小 
利用状況に合わせて、施設の一部を取り壊すこと

また、更新の際に規模を縮小（ダウンサイジング）すること

総量の縮減、維持管理コスト削減につながる

渡 
民間や地元に施設あるいは、提供

サービスを含めて譲渡すること

総量の縮減、サービス向上、維持

管理コスト削減につながる

A 小学校、Ｂ小学校をＡ小学校の改修に合わせて

共用化 

一次・二次評価（平成 28 年度策定時）では、各施設のソフト・ハード面の状況や施設の公共性・

立地状況等をふまえて、暫定方針の選定を行いました。

2 年度見直し含む）では、本市の政策や所管課ヒアリング、地域の実情、バラン

スの推進状況などを考慮し、各施設の方針を選定します。

最終評価の結果、選定される方針の内容について、以下に示します。

                      
同じ機能を有する複数の施設を

総量の縮減、サービス向上、維持管理コスト削減につながる

異なる機能を有する複数の施設を

総量の縮減、利便性向上、サービス向上、維持管理コスト削減

                                                  

利用度が低い施設などを他の機能を提供する施設に用途変更

施設の有効活用が図られる 

例）利用者数が少ない集会所を介護施設のスペースとして

公民館の改修に合わせて、

利用状況に合わせて、施設の一部を取り壊すこと

また、更新の際に規模を縮小（ダウンサイジング）すること

総量の縮減、維持管理コスト削減につながる

民間や地元に施設あるいは、提供

サービスを含めて譲渡すること 

総量の縮減、サービス向上、維持

管理コスト削減につながる 

小学校、Ｂ小学校をＡ小学校の改修に合わせて

年度策定時）では、各施設のソフト・ハード面の状況や施設の公共性・

立地状況等をふまえて、暫定方針の選定を行いました。

年度見直し含む）では、本市の政策や所管課ヒアリング、地域の実情、バラン

スの推進状況などを考慮し、各施設の方針を選定します。

最終評価の結果、選定される方針の内容について、以下に示します。

                      
同じ機能を有する複数の施設を 1 つの施設に統合すること

総量の縮減、サービス向上、維持管理コスト削減につながる

異なる機能を有する複数の施設を 1 つの施設に複合すること

総量の縮減、利便性向上、サービス向上、維持管理コスト削減

                                                  

利用度が低い施設などを他の機能を提供する施設に用途変更

例）利用者数が少ない集会所を介護施設のスペースとして

公民館の改修に合わせて、A 図書館の機能を移転し

利用状況に合わせて、施設の一部を取り壊すこと

また、更新の際に規模を縮小（ダウンサイジング）すること

総量の縮減、維持管理コスト削減につながる

民間や地元に施設あるいは、提供

 

総量の縮減、サービス向上、維持

■廃

取り壊すこと

小学校、Ｂ小学校をＡ小学校の改修に合わせて
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年度策定時）では、各施設のソフト・ハード面の状況や施設の公共性・

立地状況等をふまえて、暫定方針の選定を行いました。

年度見直し含む）では、本市の政策や所管課ヒアリング、地域の実情、バラン

スの推進状況などを考慮し、各施設の方針を選定します。

最終評価の結果、選定される方針の内容について、以下に示します。

                      
つの施設に統合すること

総量の縮減、サービス向上、維持管理コスト削減につながる

つの施設に複合すること

総量の縮減、利便性向上、サービス向上、維持管理コスト削減

                                                  

利用度が低い施設などを他の機能を提供する施設に用途変更

例）利用者数が少ない集会所を介護施設のスペースとして

図書館の機能を移転し

利用状況に合わせて、施設の一部を取り壊すこと 

また、更新の際に規模を縮小（ダウンサイジング）すること

総量の縮減、維持管理コスト削減につながる 

■廃 止 
利用度が低い施設、不要・危険な施設の機能を停止し、

取り壊すこと

総量の縮減、維持管理コスト削減につながる

跡地の有効活用によって、財政面への貢献が期待できる

小学校、Ｂ小学校をＡ小学校の改修に合わせて 

年度策定時）では、各施設のソフト・ハード面の状況や施設の公共性・

立地状況等をふまえて、暫定方針の選定を行いました。 

年度見直し含む）では、本市の政策や所管課ヒアリング、地域の実情、バラン

スの推進状況などを考慮し、各施設の方針を選定します。 

最終評価の結果、選定される方針の内容について、以下に示します。

                       
つの施設に統合すること            

総量の縮減、サービス向上、維持管理コスト削減につながる 

つの施設に複合すること 

総量の縮減、利便性向上、サービス向上、維持管理コスト削減

                                                  

利用度が低い施設などを他の機能を提供する施設に用途変更

例）利用者数が少ない集会所を介護施設のスペースとして

図書館の機能を移転し

また、更新の際に規模を縮小（ダウンサイジング）すること 

 
利用度が低い施設、不要・危険な施設の機能を停止し、

取り壊すこと 

総量の縮減、維持管理コスト削減につながる

跡地の有効活用によって、財政面への貢献が期待できる

Ａ小学校

 

 

Ｂ小学校

  

 

 

年度策定時）では、各施設のソフト・ハード面の状況や施設の公共性・

年度見直し含む）では、本市の政策や所管課ヒアリング、地域の実情、バラン

最終評価の結果、選定される方針の内容について、以下に示します。

 
            

 

                                                  

           

利用度が低い施設、不要・危険な施設の機能を停止し、

総量の縮減、維持管理コスト削減につながる

跡地の有効活用によって、財政面への貢献が期待できる

Ａ小学校 

Ｂ小学校 

   

 

 

Ａ図書館 

集会所 

年度策定時）では、各施設のソフト・ハード面の状況や施設の公共性・

年度見直し含む）では、本市の政策や所管課ヒアリング、地域の実情、バラン

最終評価の結果、選定される方針の内容について、以下に示します。 

             

                                                  

           

利用度が低い施設、不要・危険な施設の機能を停止し、

総量の縮減、維持管理コスト削減につながる

跡地の有効活用によって、財政面への貢献が期待できる

 

 

 

 

 

Ｃ公民館

年度策定時）では、各施設のソフト・ハード面の状況や施設の公共性・

年度見直し含む）では、本市の政策や所管課ヒアリング、地域の実情、バラン

                                                  

 

 

利用度が低い施設、不要・危険な施設の機能を停止し、

総量の縮減、維持管理コスト削減につながる 

跡地の有効活用によって、財政面への貢献が期待できる 

新Ａ小学校 

Ｃ公民館 

介護施設 

年度策定時）では、各施設のソフト・ハード面の状況や施設の公共性・

年度見直し含む）では、本市の政策や所管課ヒアリング、地域の実情、バラン
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①最終評価の結果 

Ⅰ 義務的な公共サービスを行う施設/特定の目的のための施設 

No. 施設名称 
一次
評価
結果 

二次評価結果 
最終評価 

（二次評価と
異なる場合） 

最終評価理由 

1 新居斎場（やすらぎ苑） A 継続   

2 消防署西分署 A 継続   

3 健康福祉センター（おぼと） A 継続   

4 鷲津コミュニティ防災センター A 譲渡   

5 湖西市環境センター A 継続   

6 
表鷲津コミュニティ防災センタ

ー 
A 譲渡 

 
 

7 消防署南分署 A 他施設に複合化 継続 
他施設との複合化は困難

であるため、現状のまま継

続する 

8 上ノ原住宅 A 継続   

9 市立湖西病院 A 継続   

10 湖西市消防団第 1 分団詰所 B 継続   

11 湖西市消防団第 11 分団詰所 B 他施設に複合化 継続  

12 文化財仮倉庫 B 他施設に複合化 継続 
将来的には市内各倉庫と
の統合が考えられるが、当
面は現状のまま継続する 

13 五田住宅 B 継続   

14 湖西市消防団第 13 分団詰所 B 継続   

15 総合倉庫 B 他施設に統合 継続 
将来的には市内各倉庫と

の統合が考えられるが、当

面は現状のまま継続する 

16 栄町住宅 B 継続   

17 湖西市消防団第 8 分団詰所 B 継続  
 

18 旧新居町介護サービスセンター B 譲渡   

19 新居ごみ焼却場 B 廃止   

20 湖西市消防団第 6 分団詰所 B 継続   

21 湖西市消防団第 10 分団詰所 B 他施設に複合化 継続  

22 分川住宅 B 継続   

23 湖西市消防団第 5 分団詰所 B 継続   

24 湖西市消防団第 2 分団詰所 B 継続   

25 湖西市消防団第 3 分団詰所 B 他施設に複合化 継続  

26 湖西市消防団第 7 分団詰所 B 継続   
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No. 施設名称 
一次
評価
結果 

二次評価結果 
最終評価 

（二次評価と
異なる場合） 

最終評価理由 

27 住吉東住宅 B 他施設に複合化 継続 

公営住宅の複合化は困難
であるため、公営住宅の需
要と供給のバランスを考
慮し、縮小・統廃合を検討
する 

28 川尻住宅 B 継続   

29 旧新居温水プール C 廃止   

30 新居町駅西自転車等駐車場 C 譲渡 継続 
民営化も可能であるが、当
面は継続する 

31 中之郷倉庫 C 譲渡   

32 日の岡排水機場 C 継続   

33 湖西市消防団第 4 分団詰所 C 継続   

34 湖西市防災センター C 他施設に複合化   

35 湖西市消防団第 9 分団詰所 C 継続   

36 天当山住宅 C 継続   

37 消防本部・消防署本署 C 継続   

38 入出排水機場 C 継続   

39 湖西市衛生プラント C 継続   

40 湖西市笠子廃棄物処分場 C 継続   

41 笠子住宅 C 他施設に統合 廃止 
公営住宅の需要と供給の

バランスを考慮し、廃止を

検討する 

42 松山住宅 C 他施設に複合化 廃止 
公営住宅の需要と供給の
バランスをふまえ、廃止を
検討する 

43 新居排水機場 C 継続   

44 住吉西北住宅 C 廃止   

45 湖西市役所 C 継続 複合化 
耐震性能が低く、老朽化が

進んでいるため、建て替え

（複合化）の検討を行う 

46 北部多目的センター文化財倉庫 Ｄ 他施設に複合化 継続 
倉庫は構造上、複合化が困
難であるため、現状のまま
継続する 

47 湖西市営火葬場 Ｄ 継続 廃止 新居斎場に統合するため 

48 川尻排水機場 Ｄ 他施設に複合化 廃止 
休止しているため、廃止を

検討する 
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No. 施設名称 
一次
評価
結果 

二次評価結果 
最終評価 

（二次評価と
異なる場合） 

最終評価理由 

49 湖西市旧環境センター D 廃止   

50 杉本電気跡倉庫 D 廃止   

51 旧湖西市交番施設 D 譲渡   

52 旧法務局新居出張所 D 転用 廃止 
耐震性に課題があるため、

廃止する 

53 旧下水道工事用賃貸住宅 D 廃止   

54 旧表鷲津公会堂 D 廃止   

  ※第 1 期（2017～2020 年）に廃止した以下の施設は除いてあります。 

   ・旧湖西市豊田会館 
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  Ⅱ 学校、幼児教育を行う施設 

No. 施設名称 
一次
評価
結果 

二次評価結果 
最終評価 

（二次評価と 
異なる場合） 

最終評価理由 

1 岡崎中学校 A 継続   

2 鷲津小学校 A 継続   

3 岡崎小学校 A 継続   

4 東小学校 A 継続 複合化 
今後の児童数の推移をふ

まえ複合化を検討する 

5 鷲津幼稚園 A 継続   

6 新居小学校 A 継続   

7 白須賀小学校 A 継続 複合化 
今後の児童数の推移をふ

まえ複合化を検討する 

8 白須賀中学校 A 継続 複合化 
今後の生徒数の推移をふ

まえ複合化を検討する 

9 知波田小学校 A 継続 複合化 
今後の児童数の推移をふ

まえ複合化を検討する 

10 鷲津保育園 B 
改築 

（他施設の統合
/複合、縮小） 

廃止 
民間保育園開園後の動向

にあわせて廃止する 

11 鷲津中学校 C 継続（減築） 継続 
クラス数が増加しており

減築できないため、当面は

現状のまま継続する 

12 新居幼稚園 C 継続（減築）   

13 新居中学校 C 継続（減築）   

14 内山保育園 C 継続（減築） 廃止 閉園により廃止する 

15 白須賀幼稚園 C 継続（減築） 継続 
今後の園児数の推移をふ

まえ施設規模を検討する 

16 新所幼稚園 C 継続（減築） 継続（統合） 
園児数の減少につき、知波

田幼稚園との統合を検討

する 

17 知波田幼稚園 C 継続（減築） 継続（統合） 
園児数の減少につき、新所

幼稚園との統合を検討す

る 

18 湖西中学校 C 継続（減築） 複合化 
今後の生徒数の推移をふ

まえ複合化を検討する 

19 新居保育園 D 他施設に統合 廃止 閉園により廃止する 

20 岡崎幼稚園 D 

改築 

（他施設の統合

/複合、縮小） 

継続 
2020 年度に耐震工事 

及びこども園化実施済 
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Ⅲ 市民に幅広く利用される施設 

No. 施設名称 
一次
評価
結果 

二次評価結果 
最終評価 

（二次評価と
異なる場合） 

最終評価理由 

1 新居体育館 A 継続   

2 道の駅「潮見坂」 A 継続   

3 湖西市ふれあい交流館 A 継続   

4 アメニティプラザ A 継続   

5 中央図書館 A 継続   

6 南部地区構造改善センター A 継続   

7 湖西市民活動センター A 継続   

8 小松楼まちづくり交流館 A 継続   

9 湖西市はつらつセンター A 継続   

10 海湖館 A 継続   

11 老人福祉センター A 継続 転用、複合化 
当面は現状のまま継続し、

利用者の推移をふまえ転

用、複合化を検討する 

12 子育て支援センター A 継続 複合化 
当面は現状のまま継続し、

保護者のニーズをふまえ

複合化を検討する 

13 西部地域センター B 

改築 

（他施設の統合

/複合、縮小） 

継続 
将来的には他施設との複

合化が考えられるが、当面

は現状のまま継続する 

14 新居図書館 B 他施設に複合化 複合化 

同類型の施設である中央

図書館があるため、規模を

縮小し、他施設との複合化

を検討する 

15 新居関所史料館 B 他施設に複合化 継続 
他施設との複合化は困難

であるため、機能を充実し

継続する 

16 北部地区多目的研修集会施設 B 

改築 

（他施設の統合

/複合、縮小） 

継続 
将来的には他施設との複

合化が考えられるが、当面

は現状のまま継続する 

17 紀伊国屋資料館 B 他施設に複合化 継続 
将来的には他施設との複

合化が考えられるが、当面

は現状のまま継続する 

18 白須賀宿歴史拠点施設 C 継続（減築） 廃止 
当面は現状のまま継続し、

機能移転を検討する 

19 湖西運動公園 C 継続（減築）   

20 みなと運動公園 C 継続（減築）   

21 新居弁天海水浴場 C 継続（減築） 継続 
民間活力導入を検討し、当

面は現状のまま継続する 

22 平次ヶ谷公園管理棟 C 継続（減築）   
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No
. 

施設名称 
一次
評価
結果 

二次評価結果 
最終評価 

（二次評価と
異なる場合）

最終評価理由 

23 浜名湖れんが館 C 転用 転用・譲渡 
地元活用の可能性や建物

保存の方向性から、転用・

譲渡を検討する 

24 新居地域センター D 

改築 

（他施設の統合

/複合、縮小） 

継続 
現施設の中長期的活用方

針により、継続する 

25 勤労者体育センター D 

改築 

（他施設の統合

/複合、縮小） 

複合化 
同類型の施設であるｱﾒﾆﾃｨ

ﾌﾟﾗｻﾞがあるため、複合化

を検討する 

26 湖西地域職業訓練センター D 他施設に複合化 継続 
他施設との複合化は困難

であるため、現状のまま継

続する 

27 新居弁天わんぱくランド D 譲渡（廃止） 転用・譲渡 
民間活力導入の検討に伴

い、転用・譲渡を検討する 

  ※第 1 期（2017～2020 年）に譲渡・廃止した以下の施設は除いてあります。 

   【譲渡】 

・むつみ荘 

・世代間交流室 

   【廃止】 

    ・勤労青少年ホーム 

    ・市民会館 
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第５章 今後の施設の方向性（更新時の考え方等） 
 

第４章に沿って最終評価を行った各施設について、今後の最終的な方向性等※をまとめました。 

なお、施設の記載は、公共施設等総合管理計画による施設分類別としています。 
※「現時点の市における基本的な方向性（考え方）」を示すもので決定事項ではありません。 

※ 第１期（2017～2020年）に譲渡・廃止した施設は除きます。 

 

『個別施設における方向性』の読み方 
 

 

1  
 

 

◆位置付け 

 

 

◆サービス提供の方針 

 
 

 

◆基本的な考え方 

更新時の方向性 ≪建物の利用状況や老朽化により更新が必要となった場合の考え方を記載≫ 

配置の考え方 ≪将来的に、施設の配置（位置や数）をどうしていくか考え方を記載≫ 

特記事項  

 

◆個別の建物（施設）について 

 

○「基本的な考え方をふまえ検討する施設」「耐震性が低い施設」「上記以外の施設」に分け記載 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積 

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 
３ 

前 

３ 

後 
４ 

    

≪今後、施設のあ

り方をどうする

かを記載≫ 

≪更新時に現在の

建物をどうする

か記載≫ 

    

※「建築年」は「当該建築物が建築された年度、または棟が複数ある施設については、そのうち 

 延床面積が最も広い棟の建築年度」を指します。 

※「経過年数」は令和２年４月時点の経過年数を指します。 

※実施時期 

２ （第２期）：2021～2025年   、３前（第３期前半）：2026～2030年、 

３後（第３期後半）：2031～2035年 、４ （第４期）：2036～2045年 

    ※記号の意味 

◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止 

    （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

 

 

 

 

  

≪施設（分類）を設置している目的等を記載≫ 

≪今後、施設を通じた公共サービスをどうしていくのか方向性を記載≫ 

実施時期は、施設の主な建物（躯体部分）の耐用年数及び施設の利用状況や安全性等の評価を

基に算出した更新・見直しの時期です。これは、更新等（建て替え・廃止等）を実施する時期

の参考（目安）となります。 

≪施設分類を記載≫ 
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１ 市民文化系施設 
 

◆位置付け 

市民文化の向上および学術の発展のため設置 

 

◆サービス提供の方針 

文化や交流の拠点として、一定規模を確保する必要があると考えられます。 

ホール・貸し館については、他施設の設置状況を勘案し、整理します。 

 
◆基本的な考え方 

更新時の方向性 
①周辺の公共施設等との複合化を検討します。 

②既存施設の活用（機能移転）を検討します。 

配置の考え方 
・市全体で配置を検討します。 

・利用実態を勘案し、統合・整理を検討します。 

特記事項 
・ホール機能については、近隣自治体の配置状況を勘案し、全市レベルで必要

性と配置を再検討し、統合・複合化を検討します。 

 

◆個別の建物（施設）について 

 ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

新 居 地 域 

セ ン タ ー 
昭和45 50 3,419 現状どおり活用 

継続します（複合化

を検討） 
◯ 

   

西 部 地 域 

セ ン タ ー 
昭和60 35 1,772 

現状どおり活用 

（複合化を検討） 
継続します ◯ 

   

南部地区構造

改善センター 
平成6 26 984 

現状どおり活用 

（複合化を検討） 
継続します ◯ 

   

北 部 地 区  

多 目 的 研 修 

集 会 施 設 

昭和56 39 1,045 
現状どおり活用 

（複合化を検討） 
継続します ◯ 

   

小松楼まちづ

く り 交 流 館 
平成22 
(明治38) 

10 
(111) 

248 現状どおり活用 
継続します（文化財

として保存） 

  ◯ 

 

浜 名 湖 

れ ん が 館 
平成17 
(明治37) 

15 
(112) 

199 
現状どおり活用 

（転用、譲渡等を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討 
□ 

   

※小松楼まちづくり交流館、浜名湖れんが館は大規模改修工事実施時期を上段に、建築年を下段に標記 

 

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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２ 社会教育系施設 
 

◆位置付け 

市民の生涯学習の推進および学術の発展のため設置 

 

◆サービス提供の方針 

市民の生涯学習を支える重要な機能であり、サービスの提供方法を検討します。 

展示施設については、他施設の設置状況や利用実態を勘案し、統合・整理を検討します。 

 
◆基本的な考え方 

更新時の方向性 
①周辺の公共施設等との複合化を検討します。 

②既存施設の活用（機能移転）を検討します。 

配置の考え方 ・市全体で配置を検討します。 

特記事項  

 

◆個別の建物（施設）について 

 ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

新居図書館 昭和59 36 1,530 現状どおり活用 
基本的な考え方をふま

え検討（複合化を検討） 

 

 ◯ 

 

中央図書館 昭和63 32 2,474 現状どおり活用 継続します  ◯ 

  

白須賀宿歴

史拠点施設 
平成12 20 270 現状どおり活用 

基本的な考え方をふま

え検討（機能移転を検

討） 

  △ 

 

紀 伊 国 屋  

資 料 館 
平成13 
(明治初期) 

19 344 現状どおり活用 
継続します 

（文化財として保存） 

  ◯ 

 

※紀伊国屋資料館は大規模改修工事実施時期を上段に、建築年を下段に標記 

 

イ）耐震性能が低い施設について  

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

新 居 関 所 

史 料 館 
昭和51 44 543 現状どおり活用 

継続します 

（施設の充実を図る） 

  ◎ 

 

 

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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３ スポーツ・レクリエーション系施設 
 

◆位置付け 

市民の体育振興と観光の振興に寄与するため設置 

 

◆サービス提供の方針 

人口減少の推移（見込み）や施設の利用状況（稼働状況）、市全体のバランス等をふまえて、施設数

の縮小を検討します。 

 

◆基本的な考え方 

更新時の方向性 
①周辺の公共施設等との複合化や多機能化を検討します。 

②民間活力による更新・活用を検討します。 

配置の考え方 
・地区を越えて活用することを前提に配置を検討します。 

・利用実態を勘案し、統合・整理を検討します。 

特記事項  

 

◆個別の建物（施設）について 

 ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

湖 西 市 複 合 

運 動 施 設 

（アメニティプラザ） 

平成12 20 13,362 現状どおり活用 継続します ◯ 

  ◯ 

新 居 体 育 館 平成26 6 2,172 
現状どおり活用 

（一部移転を検討） 
継続します    ◯ 

勤 労 者 体 育 

セ ン タ ー 
昭和58 37 1,509 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討（複合化を

検討） 

  ◯ 

 

平次ヶ谷公園

管 理 棟 
平成8 24 101 

現状どおり活用 

（規模縮小を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

   ◯ 

湖西運動公園 昭和62 33 1,326 現状どおり活用 継続します   ◯ 

 

み な と 

運 動 公 園 
平成4 28 255 

現状どおり活用 

（規模縮小を検討） 
継続します ◯ 

   

新 居 弁 天  

海 水 浴 場 
平成4 28 371 

現状どおり活用 

（民間活用を検討） 
継続します ※ 

   

新 居 弁 天 

わんぱくランド 
昭和47 48 84 

現状どおり活用 

（転用、譲渡を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討 
□ 

   

イ）上記以外の施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

旧 新 居 温 水 

プ ー ル 
昭和60 35 1,358 休止 更新しません △    

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止  ※：民間活用 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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４ 産業系施設 
 

◆位置付け 

市民の職業能力の向上および観光振興を図るため設置 

 

◆サービス提供の方針 

職業能力開発の代替機能を有する施設がなく、行政がサービスを提供する必要があると考え、今後も 

サービス提供を維持します。 

観光施設については、当面は現状維持しますが、サービス内容や運営方法の見直し等を検討します。 

 
◆基本的な考え方 

更新時の方向性 
①施設の現状等をふまえ、必要となる規模を検討します。 

②民間活力による更新・活用を検討します。 

配置の考え方 ・市全体で配置を検討します。 

特記事項  

 

 

◆個別の建物（施設）について 

 ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

湖西地域職業

訓練センター 
昭和62 33 2,010 現状どおり活用 継続します  ◯ 

  

道 の 駅  

「 潮 見 坂 」 
平成17 15 571 現状どおり活用 継続します ◯ ◯ 

  

海 湖 館 平成15 17 553 
現状どおり活用 

（民間活用を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討  

 ◯ 

  

 

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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５ 学校教育系施設 
◆位置付け 

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を提供するため設置 

◆サービス提供の方針 

全ての児童生徒に適切なサービス（教育・発育の場）を提供します。 

児童生徒数の減少の推移（見込み）や教室の利用状況等をふまえて、施設数の縮小を検討します。 

◆基本的な考え方 

更新時の方向性 

①中長期的に維持することが考えられる施設については、文部科学省の方針に

基づき、長寿命化の対策を実施します。 

②近隣の小中学校との複合化を検討します。 

③周辺の公共施設との複合化を検討します。 

配置の考え方 ・総合教育会議での議論等を基に配置を検討します。 

特記事項 

・空きスペースの活用等を検討します。 

・学校給食施設のセンター方式を検討します。 

・学校教育施設適正化検討委員会の答申を受けての教育委員会の方針に沿っ 

 て今後のあり方を検討します。 

◆個別の建物（施設）について  

 ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積 

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

鷲 津 小 学 校 昭和54 41 9,892 現状どおり活用 
基本的な考え方をふ

まえ検討 

 ◯ 

  

白須賀小学校 昭和45 50 5,430 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討（中学校と

の複合化を検討） 

  ◯ 

 

東 小 学 校 昭和43 52 4,480 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討（中学校と

の複合化を検討） 

  ◯ 

 

岡 崎 小 学 校 昭和52 43 8,322 現状どおり活用 
基本的な考え方をふ

まえ検討 

   ◯ 

知波田小学校 昭和47 48 3,965 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討（中学校と

の複合化を検討） 

  ◯ 

 

新 居 小 学 校 昭和60 35 10,155 現状どおり活用 
基本的な考え方をふ

まえ検討 

 ◯ 

  

鷲 津 中 学 校 昭和57 38 10,001 
現状どおり活用 

（規模縮小を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討 
◯ 

   

白須賀中学校 昭和54 41 4,152 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討（小学校と

の複合化を検討） 

  ◯ 

 

湖 西 中 学 校 昭和54 41 9,235 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討（小学校と

の複合化を検討） 

  ◯ 

 

岡 崎 中 学 校 平成19 13 9,581 現状どおり活用 
基本的な考え方をふ

まえ検討 

   ◯ 

新 居 中 学 校 昭和48 47 14,259 
現状どおり活用 

（規模縮小を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

   ◯ 

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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６ 子育て支援施設 
 

◆位置付け 

幼児教育や保育が必要な児童にサービスを提供するため設置 

◆サービス提供の方針 

待機児童ゼロに向けて、民間事業者等と連携して必要なサービスを提供するよう取り組みます。 

◆基本的な考え方 

更新時の方向性 

①人口動態（幼児数の推移）等をふまえて規模を検討します。 

②保護者のニーズや地域の実情を勘案した形態・規模で更新します。 

③民間活力による更新等を検討します。 

配置の考え方 

・民間施設の配置等を勘案し、全市レベルで必要性と配置を検証し、統合・ 

 整理を検討します。 

・園児数の推移や地域の実情をふまえ、統合・こども園化などを検討します。 

特記事項 

・学校教育施設適正化検討委員会の答申を受けての教育委員会の方針に沿って

今後のあり方を検討します。 

・放課後児童クラブ（学童保育）の待機児童が生じないよう、施設の適正規模、

適正配置を検討する。 

◆個別の建物（施設）について 

 ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

鷲 津 幼 稚 園 平成2 30 1,989 
現状どおり活用 

（こども園化を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

 ◯ 

  

白須賀幼稚園 平成22 10 1,095 
現状どおり活用 

（こども園化を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

 ◯ 

  

新 所 幼 稚 園 平成14 18 919 
現状どおり活用 

（統合を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討（統合を検

討） 

 ※ 

  

知波田幼稚園 昭和60 35 675 
現状どおり活用 

（統合を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討（統合を検

討） 

 ※ 

  

鷲 津 保 育 園 昭和52 43 980 
現状どおり活用 

（廃止を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討（廃止を検

討） 

 △ 

  

子 育 て 支 援 

セ ン タ ー 
昭和61 34 1,493 

現状どおり活用 

（複合化を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

  ◯ 

 

※新居幼稚園は第１期に「こども園化」の大規模改修工事を実施 

※岡崎幼稚園は第１期に耐震化及び「こども園化」の大規模改修工事を実施 

イ）上記以外の施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

内 山 保 育 園 昭和51 44 843 
2021 年 4 月から 

閉園 
更新しません △ 

   

新 居 保 育 園 昭和60 35 983 
2021 年 4 月から 

閉園 
更新しません △ 

   

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止  ※：統合 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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７ 保健・福祉施設 
 

◆位置付け 

市民の健康づくりの推進及び老人福祉の充実を図るため設置 

 

◆サービス提供の方針 

利用者のニーズに基づき、必要なサービスを提供するため民間活力の活用をふまえて検討します。 

 
◆基本的な考え方 

更新時の方向性 

①利用者の推移（見込み）をふまえ規模を検討します。 

②他の既存施設の活用を検討します。 

③民間活力による更新・活用を検討します。 

配置の考え方 
・地区を越えて活用することを前提に配置を検討します。 

・利用実態を勘案し、統合・整理を検討します。 

特記事項  

 

◆個別の建物（施設）について 

 ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

健 康 福 祉 

セ ン タ ー 

（ お ぼ と ） 

平成13 19 4,038 
現状どおり活用 

（複合化を検討） 
継続します  ◯ 

  

湖西市ふれあ

い 交 流 館 
平成18 14 683 

現状どおり活用 

（複合化を検討） 
継続します    ◯ 

湖西市はつら

つ セ ン タ ー 
平成14 18 406 現状どおり活用 継続します    ◯ 

老 人 福 祉  

セ ン タ ー 
昭和62 33 1,326 

現状どおり活用（転

用・複合化等を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

 ◯ 

  

 

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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８ 行政系施設 
 

◆位置付け 

行政サービスの提供の場、防災および消防の拠点施設として設置 

 

◆サービス提供の方針 

市民の安全・安心な暮らしを支え、行政サービスを提供していく拠点として維持します。 

 
◆基本的な考え方 

更新時の方向性 

①今後提供すべき行政サービスをふまえ、規模を検討します。 

②周辺の公共施設等との複合化を検討します。 

③民間活力による更新・活用を検討します。 

配置の考え方 
・市全体で配置を検討します。 

・利用実態を勘案し、統合・整理を検討します。 

特記事項 ・新本庁舎、新消防庁舎の建設に向けて詳細を検討します。 

 

◆個別の建物（施設）について 

 ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

消防署南分署 平成6 26 861 現状どおり活用 継続します   ◯ 

 

消防署西分署 平成15 17 816 現状どおり活用 継続します    ◯ 

消 防 団 

第１分団詰所 
平成10 22 67 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

   ◯ 

消 防 団 

第２分団詰所 
平成2 30 67 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

 ◯ 

  

消 防 団 

第３分団詰所 
平成2 30 67 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

 ◯ 

  

消 防 団 

第４分団詰所 
昭和58 37 72 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

  ◯ 

 

消 防 団 

第５分団詰所 
平成3 29 67 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

 ◯ 

  

消 防 団 

第６分団詰所 
平成4 28 67 現状どおり活用 継続します   ◯ 

 

消 防 団 

第７分団詰所 
平成2 30 64 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

 ◯ 

  

消 防 団 

第８分団詰所 
平成5 27 67 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

  ◯ 

 

消 防 団 

第９分団詰所 
昭和57 38 77 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

   ◯ 
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施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

消防団第 10

分 団 詰 所 
平成4 28 95 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

  ◯ 

 

消防団第 11

分 団 詰 所 
平成10 22 69 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

   ◯ 

消防団第 13

分 団 詰 所 
平成7 25 89 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

  ◯ 

 

湖 西 市   

防災センター 
昭和58 37 355 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討（複合化） 

  △ 

 

 

イ）耐震性能が低い施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

湖 西 市 役 所 昭和49 46 6,535 現状どおり活用 
基本的な考え方をふ

まえ検討（複合化） 

 ◎ ◎ 

 

消 防 本 部 昭和48 47 1,286 現状どおり活用 
基本的な考え方をふ

まえ検討 
◎ ◎ 

  

 

ウ）上記以外の施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

表鷲津ｺﾐｭﾆﾃｨ

防 災 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 
平成7 25 412 2021 年 4 月に譲渡 更新しません □ 

   

鷲 津 ｺ ﾐ ｭ ﾆ ﾃ ｨ 

防 災 ｾ ﾝ ﾀ ｰ  
平成11 21 438 2021 年 4 月に譲渡 更新しません □ 

   

 

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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９ 公営住宅 
 

◆位置付け 

住宅に困窮する低所得者に対し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため設置 

 

◆サービス提供の方針 

民間施設とのサービス内容や提供量を比較し、将来の人口動態等もふまえて、総量の見直しを図りま

す。 

 
◆基本的な考え方 

更新時の方向性 
①利用者の推移（見込み）をふまえ規模を検討します。 

②民間と連携した住宅供給を検討します。 

配置の考え方 ・県営住宅や民間住宅の供給量等を勘案し、統廃合・整理を検討します。 

特記事項 ・詳細は、湖西市営住宅長寿命化計画で検討します。 

 

◆個別の建物（施設）について  

ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

川 尻 住 宅 昭和63 32 1,251 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討（統合を検

討） 

  ◯ 

 

五 田 住 宅 平成8 24 2,423 現状どおり活用 継続します    ◯ 

分 川 住 宅 平成4 28 2,914 現状どおり活用 継続します  ◯ 

  

住 吉 東 住 宅 昭和61 34 4,519 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討（縮小を検

討） 

 ◯ △ 

 

松 山 住 宅 昭和46 49 3,305 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討（廃止を検

討） 

  △ 

 

上 ノ 原 住 宅 平成26 6 5,544 現状どおり活用 継続します    ◯ 

※栄町住宅及び天当山住宅は第１期に大規模改修工事を実施 

 

イ）上記以外の施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

笠 子 住 宅 昭和48 47 1,112 廃止、解体を予定 更新しません △ 

   

住吉西北住宅 昭和45 50 1,107 休止 更新しません △    

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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10 供給処理施設 
 

◆位置付け 

市民の環境衛生の向上のため設置 

 

◆サービス提供の方針 

市民生活を守る上で必要な機能として継続してサービスを提供します。 

 
◆基本的な考え方 

更新時の方向性 
①人口推移等をふまえ必要な規模で更新します。 

②近隣自治体と連携したサービス提供を継続して検討します。 

配置の考え方 － 

特記事項 
・今後も行政による整備・更新を行います。 

・ごみ処理計画に基づき、施設の今後のあり方を検討します。 

 

◆個別の建物（施設）について 

ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設  

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

湖 西 市 

衛生プラント 
昭和56 39 1,617 現状どおり活用 継続します   ◯ 

 

新 居 ご み 

焼 却 場 
平成4 28 1,927 

休止（一部転用を検

討） 
更新しません   △ 

 

湖 西 市 笠 子 

廃棄物処分場 
昭和53 42 509 現状どおり活用 継続します  ◯ 

  

湖 西 市 環 境 

セ ン タ ー 
平成10 22 11,535 現状どおり活用 継続します ◯ 

   

 

イ）上記以外の施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

湖西市旧環境

セ ン タ ー 
昭和56 39 1,361 休止 更新しません △ 

   

 

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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11 病院施設 
 

◆位置付け 

市民の健康保持に必要な医療、保健および介護の提供、並びにこれらに附帯する業務を行うため設置 

  

◆サービス提供の方針 

 地域医療の中核機関として現状維持を基本とし、さらなる医療サービスの充実を検討します。 

民間活力の導入による施設維持・運営の効率化を検討します。  

 

◆基本的な考え方 

更新時の方向性 
①利用者の推移をふまえ、必要となる規模を検討します。 

②民間活力による更新・活用を検討します。 

配置の考え方 
・市全体で配置を検討します。 

・民間施設の配置等も含めて検討します。 

特記事項  

 

◆個別の建物（施設）について 

ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床面

積（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

市 立 

湖 西 病 院 
昭和63 32 13,357 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 
○ ○ 

  

 

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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12 その他 
 

◆位置付け 

市民活動の拠点や農業振興、市民サービスの向上など、各種目的に応じて設置 

地域活性化や保健サービスの充実のため、行政として設置目的を終えた施設を民間等が活用する建物 

 

◆サービス提供の方針 

市民活動の推進、地域農業の振興に必要な場合は、サービスを維持します。 

活用できる状況であれば貸し付け等を行い、安全性等に問題がある場合は、貸し付け停止や解体等を

検討します。 

サービス継続にあたっては、利活用者との協議をふまえて検討します。 

 
◆基本的な考え方 

更新時の方向性 
①既存施設の活用（機能移転・複合化等）を検討します。 

②民間等活用の施設は、行政による更新を行わないことを前提に協議します。 

配置の考え方 － 

特記事項 

・可能なかぎり利用者等への譲渡を行い、利用者にとって自由度の高い施設と

します。 

・活用等が困難な場合、解体を検討します。 

 

◆個別の建物（施設）について  

ア）基本的な考え方をふまえ検討する施設  

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 

３
前 

３
後 

４ 

湖西市民活動

セ ン タ ー 
平成11 21 393 現状どおり活用 

基本的な考え方をふ

まえ検討 

   △ 

新 居 

排 水 機 場 
昭和46 49 223 現状どおり活用 継続します ◯ 

   

入 出 

排 水 機 場 
昭和52 43 198 現状どおり活用 継続します    ◯ 

日 の 岡 

排 水 機 場 
昭和58 37 180 現状どおり活用 継続します    ◯ 

新 居 町 駅 西 

自 転 車 等 

駐 車 場 

昭和59 36 986 
現状どおり活用（施

設の撤去を検討） 

更新しません（駐車

場部分は継続） 
△ 

   

総 合 倉 庫 平成 7 25 1,161 現状どおり活用 継続します   ◯ 

 

新 居 斎 場 

（やすらぎ苑） 
平成14 18 2,382 現状どおり活用 継続します    ◯ 

北 部 多 目 的 

セ ン タ ー   

文 化 財 倉 庫 

昭和46 49 980 現状どおり活用 継続します  ◯ 

  

文 化 財 

仮 倉 庫 
平成 3 29 384 

現状どおり活用（規

模縮小、移転を検討） 
継続します ◯ 

   

旧新居町介護

サ ー ビ ス  

セ ン タ ー 

平成5 27 623 
現状どおり活用 

（譲渡等を検討） 

基本的な考え方をふ

まえ検討 
□ 
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イ）耐震性能が低い施設 

施設名 建築年 
経過 

年数 

延床 

面積

（㎡） 

既存建物（施設）の方向性 実施時期 

当面（更新時まで） 更新時 ２ 
３
前 

３
後 

４ 

川 尻 

排 水 機 場 
昭和52 43 156 

現状どおり活用 

（廃止を検討） 
更新しません   △ 

 

湖 西 市 営 

火 葬 場 
昭和43 52 325 

現状どおり活用 

（統合を検討） 
更新しません △ 

   

杉 本 電 気 跡 

倉 庫 
昭和55 40 362 

現状どおり活用 

（機能移転を検討） 
更新しません △ 

   

旧 法 務 局 

新 居 出 張 所 
昭和44 51 316 

現状どおり活用 

（廃止を検討） 
更新しません △ 

   

旧下水道工事

用 賃 貸 住 宅 
昭和55 40 100 

現状どおり活用 

（廃止を検討） 
更新しません △ 

   

中 之 郷 倉 庫 昭和59 36 107 
現状どおり活用 

（譲渡を検討） 
更新しません □ 

   

旧 湖 西 市 

交 番 施 設 
昭和41 54 90 

現状どおり活用 

（譲渡等を検討） 
更新しません □ 

   

旧 表 鷲 津 

公 会 堂 
明治17 136 109 

現状どおり活用 

（廃止を検討） 
更新しません △ 

   

 

※記号の意味 ◎：建て替え  〇：大規模改修  □：転用・譲渡  △：廃止 

         （◎、○は施設の統合・複合化を含みます） 

※実施時期  ２：2021～2025年、３前：2026～2030年、３後：2031～2035年、４：2036～2045年 
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第６章 再配置基本計画の推進 
 

 

１ 推進体制 

（１）全庁的な体制 

再配置計画に基づく計画的なマネジメントを推進するため、公共施設マネジメント検討会を継続

的に運営するとともに、公共施設再配置個別計画の策定に合わせた組織を適宜設置し、庁内で横断

的な連携を図るための組織づくりを進めます。また、必要に応じて個別事業の検討体制を整えます。 

 

（２）庁内の役割分担 

①公共施設マネジメント担当部署 

再配置計画の推進役として“公共施設マネジメント全体の進捗管理”や“個別事業間の調整”、

“事前協議等を通じた自治体経営への関与”、“各種ファシリティマネジメント施策の企画・提案・

実践”を担います。 

②施設所管課 

基本方針および再配置計画に基づき、積極的に公共施設のあり方を見直すほか、個別事業の

実施主体となって公共施設の維持保全・改修を進めます。 

③総合計画担当部署・財政担当部署 

予算編成にあたって、公共施設マネジメント担当部署との連携を強化し、将来にわたり安定

した自治体経営に努めます。 

 

 

２ 施設情報の共有化 

公共施設の再配置をするにあたっては、施設のコスト情報、躯体の劣化状況、利用状況等を把握・

分析する必要があるため、公共施設の情報を一元化した保全マネジメントシステムを活用します。 

施設所管課との連携のもと、それらのデータを庁内で共有するとともに、公共施設マネジメント

担当部署が全体の施設データと個別施設の状況等をふまえた上で施設所管課との協議により、個別

計画の検討を行います。 

 

 

３ 公共施設マネジメントについての情報共有 

  計画を推進するためには、市民と行政が現状や課題を共有し、公共施設マネジメントの必要性を

理解した上で進める必要があります。そのためには、取り組みをウェブサイト等へ掲載するととも

に、市民の合意形成を図りながら、見直しを進めていきます。 

また、庁舎の建て替えのような全市的課題をはじめ、特に重要な課題については、市民アンケー

ト調査やパブリックコメントなどの手法により、広く意見を聴取するものとします。 

 

 

４ ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 
公共施設再配置基本計画に基づき、施設の再配置を確実に推進していくため、各施設の個別の事

業計画の立案、事業の実施、進捗状況の確認・効果検証、取組内容の改善・見直しの各プロセスに

おいてＰＤＣＡサイクルを機能させる仕組みやルールづくりを関連部署と連携のもとに進めます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５

 

 

 

図表６-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５ 計画の見直し

公共施設再配置基本計画に基づく取り組みを計画的に推進するため、

行い、5年ごとに中間見直しを行います。また、

勢・市民ニーズの変化が生じた場合や、事業化の調整が取れた場合などには、適宜見直しを行うこと

とします。

 

図表６-

 

 

 
 

Ａｃｔｉｏｎ【改善】
取組内容の改善、

再配置計画修正

-１ 公共施設再配置基本計画の推進に係るＰＤＣＡサイクルのイメージ

計画の見直し 

公共施設再配置基本計画に基づく取り組みを計画的に推進するため、

年ごとに中間見直しを行います。また、

勢・市民ニーズの変化が生じた場合や、事業化の調整が取れた場合などには、適宜見直しを行うこと

とします。 

-２ 計画の構成図

Ａｃｔｉｏｎ【改善】
取組内容の改善、 

再配置計画修正 

公共施設再配置基本計画の推進に係るＰＤＣＡサイクルのイメージ

公共施設再配置基本計画に基づく取り組みを計画的に推進するため、

年ごとに中間見直しを行います。また、

勢・市民ニーズの変化が生じた場合や、事業化の調整が取れた場合などには、適宜見直しを行うこと

計画の構成図 

Ａｃｔｉｏｎ【改善】 
 

 

公共施設再配置基本計画の推進に係るＰＤＣＡサイクルのイメージ

公共施設再配置基本計画に基づく取り組みを計画的に推進するため、

年ごとに中間見直しを行います。また、

勢・市民ニーズの変化が生じた場合や、事業化の調整が取れた場合などには、適宜見直しを行うこと

Ｐｌａｎ【計画】

公共施設等総合管理計画

公共施設再配置基本計画

公共施設再配置個別計画

マネジメント担当部署

Ｃｈｅｃｋ【評価・分析】
進捗状況の確認、効果検証
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公共施設再配置基本計画の推進に係るＰＤＣＡサイクルのイメージ

公共施設再配置基本計画に基づく取り組みを計画的に推進するため、

年ごとに中間見直しを行います。また、中長期的な視点で取り組んでいく中で、社会経済情

勢・市民ニーズの変化が生じた場合や、事業化の調整が取れた場合などには、適宜見直しを行うこと

 

 

Ｐｌａｎ【計画】

公共施設等総合管理計画

公共施設再配置基本計画

公共施設再配置個別計画

公共施設 

マネジメント担当部署

Ｃｈｅｃｋ【評価・分析】
進捗状況の確認、効果検証

 

公共施設再配置基本計画の推進に係るＰＤＣＡサイクルのイメージ

公共施設再配置基本計画に基づく取り組みを計画的に推進するため、

中長期的な視点で取り組んでいく中で、社会経済情

勢・市民ニーズの変化が生じた場合や、事業化の調整が取れた場合などには、適宜見直しを行うこと

Ｐｌａｎ【計画】 

公共施設等総合管理計画 

公共施設再配置基本計画 

公共施設再配置個別計画 

マネジメント担当部署 

Ｃｈｅｃｋ【評価・分析】 
進捗状況の確認、効果検証 

公共施設再配置基本計画の推進に係るＰＤＣＡサイクルのイメージ

公共施設再配置基本計画に基づく取り組みを計画的に推進するため、10

中長期的な視点で取り組んでいく中で、社会経済情

勢・市民ニーズの変化が生じた場合や、事業化の調整が取れた場合などには、適宜見直しを行うこと

Ｄｏ【実行】
各施設所管課で

事業計画の実施

公共施設再配置基本計画の推進に係るＰＤＣＡサイクルのイメージ 

10年ごとに計画の見直しを

中長期的な視点で取り組んでいく中で、社会経済情

勢・市民ニーズの変化が生じた場合や、事業化の調整が取れた場合などには、適宜見直しを行うこと

Ｄｏ【実行】 
各施設所管課で 

事業計画の実施 

年ごとに計画の見直しを

中長期的な視点で取り組んでいく中で、社会経済情

勢・市民ニーズの変化が生じた場合や、事業化の調整が取れた場合などには、適宜見直しを行うこと

 

 
 

 

年ごとに計画の見直しを

中長期的な視点で取り組んでいく中で、社会経済情

勢・市民ニーズの変化が生じた場合や、事業化の調整が取れた場合などには、適宜見直しを行うこと



 

.  
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